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は
じ
め
に

一　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要

二　

摩
擦
・
紛
争
の
経
緯

　

1　

旧
モ
ン
ゴ
ル
＝
ソ
ビ
エ
ト
間
秘
密
協
定

　

2　

国
際
合
弁
会
社
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
設
立

　

3　

ラ
イ
セ
ン
ス
の
停
止

　

4　

ラ
イ
セ
ン
ス
再
登
録
の
要
求

　

5　

モ
ン
ゴ
ル
＝
ロ
シ
ア
合
弁
会
社
設
立
政
府
間
協
定

　

6　

ロ
シ
ア
側
か
ら
の
敵
対
的
買
収

　

7　

モ
ン
ア
ト
ム
＝
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
間
了
解
覚
書

　

8　

了
解
覚
書
を
め
ぐ
る
紛
争

　

9　

モ
ン
ゴ
ル
行
政
裁
判
所
へ
の
提
訴

　

10　

モ
ン
ゴ
ル
＝
ロ
シ
ア
合
弁
会
社
設
立
契
約
書

　

11　

カ
ナ
ダ
・
オ
ン
タ
リ
オ
州
高
裁
と
控
訴
裁
へ
の
提
訴

�

（
以
上
、
九
十
二
巻
五
号
）

三　

仲
裁
裁
判

　

1　

ロ
シ
ア
政
府
の
関
与

　

2　

収
用
的
か
つ
不
法
な
待
遇

　

3　

申
立
人
・
被
申
立
人
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

4　

準
拠
法

　

5　

争
点

　

6　

申
立
人
の
主
張
の
法
的
根
拠

　

7　

収
用
と
同
等
の
政
府
行
為

　

8　

対
人
管
轄
権
に
関
す
る
争
点

　

9　

事
物
管
轄
権
に
関
す
る
争
点

　

10　

エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
に
お
け
る
利
益
否
定
条
項

　

11　

不
法
収
用
の
申
立
て

　

12　

収
用
申
立
て
の
実
質
手
続
的
側
面

　

13　

エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
に
お
け
る
ア
ン
ブ
レ
ラ
条
項

　

14　

損
害
額

　

15　

最
終
判
断

　

16　

パ
リ
控
訴
院
へ
の
申
立
て

櫻　
　

井　
　

雅　
　

夫

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
対
モ
ン
ゴ
ル
政
府
事
件
（
二
・
完
）

―
―
「
間
接
収
用
」
に
対
す
る
仲
裁
判
断
―
―

資 料
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17　

最
終
支
払
と
関
係
企
業
売
却

ま
と
め

�

（
以
上
、
本
号
）

三　

仲
裁
裁
判

1　

ロ
シ
ア
政
府
の
関
与

　

こ
の
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
事
件
で
は
、
同
じ
モ
ン
ゴ
ル
で
生
じ
た

紛
争
す
な
わ
ち
オ
ユ
・
ト
ル
ゴ
イ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る
「
ア

イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
・
マ
イ
ン
ズ
事
件
」）（6
（

と
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
イ
ー
ス
ト
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る
「
パ
ウ
シ
ョ
ク
（Paushok

）
事
件
」）（6
（

の

二
つ
と
は
違
っ
て
、
カ
ナ
ダ
系
企
業
の
事
業
活
動
実
施
中
に
、
投
資

受
入
れ
国
た
る
モ
ン
ゴ
ル
政
府
に
と
ど
ま
ら
ず
第
三
国
の
ロ
シ
ア
政

府
が
関
与
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

（
62
）　

オ
ユ
・
ト
ル
ゴ
イ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
て
は
、
注
48
お
よ

び
同
補
図
1
参
照
。

（
63
）　U
nder�the�A

rbitration�Rules�of�the�U
N

CIT
RA

L�in�
the�Proceeding�betw

een�Sergei�Paushok,�CJSC�Golden�
E

ast�C
om

pany,�C
JSC

�V
ostokneftegaz�C

om
pany

（C
laim

ants

）and�the�G
overnm

ent�of�M
ongolia�

Respondent

）.�A
w

ard�on�Jurisdiction�and�Liability.�A
pril�

28,�2011.

　

パ
ウ
シ
ョ
ク
事
件
に
お
け
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
イ
ー
ス
ト
社
の
所

有
構
造
は
、
補
図
3
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
の
事
件
は
、
ロ
シ
ア
政
府
が
介
入
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な

く
、
ロ
シ
ア
人
自
身
が
自
己
の
鉱
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
て

争
っ
た
も
の
で
あ
る
、
ウ
ィ
ン
ド
フ
ォ
ー
ル
利
潤
税
法
（W

indfall�
Profit�T

ax�A
ct.

Ｗ
Ｐ
Ｔ
法
）
に
基
づ
く
六
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
Ｗ

Ｐ
Ｔ
徴
収
と
二
〇
〇
六
年
鉱
物
資
源
法
に
よ
る
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト

ま
で
の
外
国
人
雇
用
制
限
、
そ
の
他
関
連
諸
措
置
が
モ
ン
ゴ
ル
に

お
け
る
事
業
を
破
壊
し
、
収
用
を
構
成
し
、
国
際
法
上
の
十
分
な

法
的
保
護
と
公
正
・
衡
平
待
遇
（
Ｆ
Ｅ
Ｔ
）
付
与
の
規
定
に
違
反

す
る
と
し
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
、
外
国
投
資
家
側
が
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ

Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
仲
裁
規
則
に
基
づ
く
仲
裁
に
付
託
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
〇
一
一
年
四
月
に
下
さ
れ
た
仲
裁
判
断
で
、
仲
裁
廷
は
、
Ｗ
Ｐ

Ｔ
と
外
国
人
の
雇
用
制
限
を
超
え
た
場
合
の
課
徴
金
の
賦
課
が
ロ

シ
ア
＝
モ
ン
ゴ
ル
二
国
間
投
資
協
定
（
Ｂ
Ｉ
Ｔ
）
に
定
め
る
Ｆ
Ｅ

Ｔ
標
準
と
矛
盾
し
な
い
と
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
櫻
井
雅
夫
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
イ
ー
ス
ト
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」『
国
際
商
事
法
務
』
第
四
一
巻
三
号
（
二
〇
一
三
年
）

所
収
。
本
稿
注
9
の
う
ち
、Bayar�Scharaw

,�op.cit.,�p.121�et 
seq.
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2　

収
用
的
か
つ
不
法
な
待
遇

　

こ
れ
ま
で
の
カ
ー
ン
側
の
主
張
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
行
為
は
不
法
な
「
し
の
び
よ
る
収
用
」
に
該
当
す

る
）
（6
（

。
し
た
が
っ
て
、
外
国
投
資
家
に
対
し
て
は
投
資
受
入
れ
国
が
法

的
救
済
措
置
を
講
じ
る
義
務
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
業
は
継

続
し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
反
論
の
詳
細
も
不
明

で
あ
り
、
さ
ら
に
賠
償
額
の
客
観
的
基
準
が
不
明
確
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
二
〇
一
一
年
一
月
、
カ
ー
ン
側
は
、
モ
ン
ゴ
ル
側
を
相
手
取

り
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
こ
れ
ま
で
の
行
為
を
「
収
用
的
か
つ
違
法
な

待
遇
」（expropriatory�and�unlaw

ful�treatm
ent

）
と
判
断
し
、

そ
の
損
失
及
び
損
害
に
対
す
る
補
償
を
求
め
て
、
合
弁
会
社
設
立
基

本
協
定
第
一
二
条
二
項
に
基
づ
い
て
、
常
設
仲
裁
裁
判
所
を
登
録
機

関
と
す
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
の
仲
裁
廷
に
付
託
し
、「
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ

Ｌ
仲
裁
規
則
」）（6
（

に
よ
る
仲
裁
判
断
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。

（
64
）　

注
8
参
照
。

（
65
）　U

N
CIT

RA
L�A

rbitration�Rules�1976;�U
N

CIT
RA

L�
A

rbitration�Rules

（as�revised�in�2010

）;�U
N

CIT
RA

L�
A

rbitration�Rules

（w
ith�new

�article�1,�paragraph�4,�as�
adopted�in�2013

）;�U
N

CIT
RA

L�Rules�on�T
ransparency�in�

T
reaty-based�Investor-State�A

rbitration.

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参

補図 3　パウショク事件におけるゴールデン・イースト・モンゴリア社の所有構造

〈ロシア〉
MOPS－Business Ltd.

100％
East Metal Group

100％
OOO Golden East Siberia

100％

Sergei V. Paushok
100％

100％ 100％

100％

100％

Kifold Systems, Corp.
ZAO Golden East Company

業務執行取締役
S. V. Paushok

ZAO Vostokneftegaz

25％21％71％
KOO Golden East ‒ Mongolia
（ХХК“Алтан Дорнод Монгол”）

業務執行取締役
S. V. Paushok

KOO Bumbat 
業務執行取締役
S. V. Paushok

8％
KOO “Yakthon”

KOO East‒Energo
（Vostok-Energo）

業務執行取締役
 S. V. Paushok

75％

40％
KOO Vostokneftegaz

（VNGM）
業務執行取締役
S. V. Paushok

〈モンゴル〉

注�：濃い図形で示すパウショク氏とゴールデン・イースト社とヴォストークネフテガス社の三者が仲裁裁判の
申立人。“ZAO” はロシア会社法上の非公開ジョイント・ストック・カンパニーで 2014 年に廃止され “PAO”
に移行，モンゴル会社法上の “XK”（株式会社）に相当する。“KOO” はロシア法上の有限責任会社，モンゴ
ル法上の “XXK” に相当する。

出所：UNCITRAL 仲裁規則に基づく管轄権判断より筆者作成。
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照
。〈https://pca-cpa.org/w

p-content/uploads/sites/�
175/2016/01/U

N
CIT

RA
L-2013-English.pdf

〉（
ア
ク
セ
ス
―

二
〇
一
八
年
一
二
月
）;

二
〇
一
〇
年
改
正
仲
裁
規
則
の
邦
訳
は
、
矢

澤
曻
治
「
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
仲
裁
規
則
（
二
〇
一
〇
年
改
訂

版
）」『
専
修
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』（
専
修
大
学
大
学
院
法
務
研
究

科
）
第
一
〇
号
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
。

（
66
）　

注
9
参
照
。

3　

申
立
人
・
被
申
立
人
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト）（6
（

［
申
立
人
］

・
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
（K

han�Resources�Inc.

）（
図
2
左
下
段

参
照
）

・
カ
ー
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
社
（K

han�Resources�B.V
.

）（
図
2
左
下

段
参
照
）

・
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
社
（CA

U
C�H

olding�Com
pany�

Ltd.

）（
図
2
左
中
段
参
照
）

［
被
申
立
人
］

・
モ
ン
ゴ
ル
政
府

・
モ
ン
ア
ト
ム
社
（M

onA
tom

�LLC

）

［
仲
裁
人
］

・�

ベ
ー
ナ
ー
・
ハ
ノ
シ
ア
ー
オ
（D

r.�Bernard�R.�H
anotiau

）

・�

イ
ヴ
・
フ
ォ
ル
テ
ィ
エ
（T

he�H
on.�L.�Y

ves�Fortier,�PC, 

CC, O
Q

,Q
C

）

・�

デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（Sir�Professor�D

avid�A
.�

R.�W
illiam

s,�Q
C

））（6
（

［
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
］

　

Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
は
、
二
つ
の
鉱
床
に
関
わ
る
採
掘
ラ
イ
セ
ン
ス
（
ラ
イ

セ
ン
ス
二
三
七
Ａ
）
に
基
づ
い
て
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
操
業
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
申
請
で
、
税
と
手

数
料
の
節
減
を
目
的
と
し
て
鉱
床
の
一
部
を
除
外
し
た
。
こ
の
除
外

部
分
は
、
後
に
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
が
取
得
し
、
別
個
の
鉱
業

ラ
イ
セ
ン
ス
（
ラ
イ
セ
ン
ス
九
二
八
二
Ⅹ
）
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

［
補
償
請
求
額
］

　

三
億
五
八
〇
〇
万
ド
ル

（
67
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.

（
68
）　

ハ
ノ
シ
ア
ー
オ
博
士
は
、
一
九
四
七
年
ベ
ル
ギ
ー
生
ま
れ
。

ル
ー
ヴ
ェ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
卒
。
同
大
名
誉
教
授
、
専
攻
―

国
際
私
法
。
弁
護
士
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
、
パ
リ
）。
担
当
し
た
国
際

仲
裁
裁
判
は
五
〇
〇
超
。
二
〇
一
一
年
、Law

�Business�Research
社Global�A

rbitration�Review

で
ア
ー
ビ
ト
レ
ー
タ
ー
オ
ブ
ザ

イ
ヤ
ー
。
二
〇
一
六
年
、
同
社W

ho

’s�W
ho�Legal

で
ロ
イ
ヤ
ー
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オ
ブ
ザ
イ
ヤ
ー
。

　

フ
ォ
ル
テ
ィ
エ
大
使
は
、
一
九
三
五
年
カ
ナ
ダ
生
ま
れ
。
マ
ギ

ル
大
学
卒
。
専
攻
―
国
際
公
法
。
カ
ナ
ダ
国
連
大
使
、
イ
ギ
リ
ス

女
王
カ
ナ
ダ
枢
密
顧
問
官
、
カ
ナ
ダ
最
高
位
勲
章
、
州
勲
章
受
章
。

カ
ナ
ダ
政
府
安
全
保
障
検
討
委
員
会
委
員
。
常
設
仲
裁
裁
判
所
裁

判
官
、
カ
ナ
ダ
弁
護
士
会
長
。
ロ
ン
ド
ン
国
際
仲
裁
裁
判
所
長
。

世
界
有
数
の
仲
裁
人
。「
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

仲
裁
判
断
で
引
用
す
る
「
ユ
ー
コ
ス
事
件
」
で
も
仲
裁
人
を
務
め

る
（
本
稿
三
・
10
お
よ
び
注
93
参
照
）。

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
教
授
は
、
一
九
四
六
年
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
生

ま
れ
。
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
、
ハ
ー
バ
ー
ド
・

ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
卒
。
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
大
学
名
誉
教
授
。
専
攻
―

国
際
仲
裁
法
。
弁
護
士
（
バ
リ
ス
タ
ー
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
）。
担
当
し
た
国
際
仲
裁
裁
判
は
一

三
〇
。
イ
ギ
リ
ス
女
王
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
枢
密
顧
問
官
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
高
等
裁
判
所
裁
判
官
、
ク
ッ
ク
諸
島
控
訴
裁

判
所
長
官
。
称
号
―
ナ
イ
ト
。

4　

準
拠
法

　

両
当
事
者
は
、
仲
裁
地
を
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
と
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の

ハ
ー
グ
の
常
設
仲
裁
裁
判
所
を
登
録
機
関
と
し
て
選
択
し
た
。）

66
）（
（6
（

　

準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
申
立
人
た
る
カ
ー
ン
側
が
フ
ラ
ン
ス
法
、

被
申
立
人
た
る
モ
ン
ゴ
ル
政
府
側
が
モ
ン
ゴ
ル
法
を
主
張
し
た
。
被

申
立
人
が
援
用
す
る
合
弁
会
社
設
立
基
本
協
定
第
一
二
条
は
モ
ン
ゴ

ル
法
を
契
約
の
実
体
規
定
に
適
用
す
べ
き
も
の
と
確
認
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
仲
裁
取
決
め
に
は
適
用
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う

の
が
申
立
人
の
主
張
で
あ
る
。）67
（

　

仲
裁
条
項
は
、
他
の
契
約
条
件
か
ら
は
独
立
し
た
も
の
で
あ
り
、

他
の
契
約
条
件
を
規
律
す
る
法
と
は
別
の
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
仲
裁
取
決
め
の
準
拠
法
は
、
仲
裁
条
項
た
る

右
一
二
条
で
は
確
認
で
き
な
い
の
で
、
仲
裁
取
決
め
は
仲
裁
地
た
る

パ
リ
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
の
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）66
（

。

最
終
的
に
は
、
両
当
事
者
が
フ
ラ
ン
ス
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
で

合
意
し
た
。

　

モ
ン
ゴ
ル
民
法
典
で
は
、
一
方
の
当
事
者
が
、
他
方
の
当
事
者
が

表
示
し
た
意
思
を
受
諾
す
る
こ
と
を
自
己
の
具
体
的
な
行
為
に
よ
っ

て
表
示
し
た
と
き
は
、
法
律
行
為
は
そ
の
具
体
的
な
行
為
に
よ
っ
て

成
立
し
た
も
の
と
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
第
四
三
条
三
項
三
号

前
段
））66
（

。
さ
ら
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
仲
裁
規
則
も
、
仲
裁
廷
は

当
事
者
が
紛
争
の
実
質
に
適
用
す
べ
き
法
と
し
て
指
定
し
た
法
を
適

用
す
る
も
の
と
す
る
と
定
め
る
（
第
三
五
条
一
項
前
段
）。
し
た

が
っ
て
、
仲
裁
の
準
拠
法
が
フ
ラ
ン
ス
法
に
な
っ
た
こ
と
に
特
段
の

問
題
は
な
い
。
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（
69
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction,�para.9.

（
70
）　

筆
者
の
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
当
事
者
が
フ
ラ
ン
ス
を
選
ん

だ
背
景
に
は
、
当
事
者
間
の
合
意
を
優
先
し
、
仲
裁
規
定
は
い
か

な
る
方
式
・
条
件
に
も
服
さ
な
い
な
ど
、
国
際
仲
裁
に
鷹
揚
だ
っ

た
点
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
仲
裁
法
に
つ

い
て
は
、
次
の
論
文
を
参
照
。
小
梁
吉
章
「
フ
ラ
ン
ス
仲
裁
法
の

二
元
主
義
」『
慶
應
法
学
』（
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
）

二
八
号
（
二
〇
一
四
年
二
月
）
所
収
。

（
71
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction,�para.101;�Claim

ants
’�Rejoinder,�paras.63-66.

（
72
）　Ibid.

（
73
）　

注
57
に
記
し
た
民
法
典
の
政
府
非
公
式
英
語
版
に
は
、
第
四
三

条
の
項
建
て
に
三
項
は
な
く
、
同
条
の
但
書
の
よ
う
に
位
置
づ
け

た
法
文
が
三
項
に
該
当
す
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

5　

争
点

　

二
〇
〇
九
年
、
モ
ン
ゴ
ル
は
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
改
革
の
一
環

と
し
て
、
先
述
の
Ｎ
Ｅ
Ｌ
に
基
づ
い
て
Ｎ
Ｅ
Ａ
を
設
立
す
る
。

　

同
年
一
〇
月
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
は
命
令
第
一
四
一
号
を
発
し
、
一
四
九
の

ウ
ラ
ン
探
査
・
採
掘
ラ
イ
セ
ン
ス
を
停
止
。
前
記
ラ
イ
セ
ン
ス
二
三

七
Ａ
と
九
二
八
二
Ｘ
も
こ
の
対
象
と
な
り
、
い
ず
れ
も
Ｎ
Ｅ
Ｌ
の
再

登
録
に
関
し
て
Ｎ
Ｅ
Ａ
か
ら
の
確
認
を
俟
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　

二
〇
一
〇
年
三
月
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
は
、
以
前
に
確
認
さ
れ
て
い
る
い
く

つ
か
の
モ
ン
ゴ
ル
法
違
反
と
さ
ら
な
る
違
反
の
整
理
を
怠
っ
た
と
の

理
由
で
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
サ
イ
ト
を
調
査

す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
同
同
年
四
月
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
は
二
つ
の

ラ
イ
セ
ン
ス
を
無
効
と
し
、
そ
の
年
後
半
に
当
該
仲
裁
申
立
人
に
対

し
て
再
登
録
を
認
め
な
い
旨
宣
告
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
申
立
人
は
、
二
〇
一
一
年
に
関
係
諸
法
令
に
依
拠

し
て
仲
裁
を
開
始
。
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
と
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
社
は
、
前
出
の
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
設
立
基
本
協
定
の
仲
裁
条
項
を
援
用

し
、
ラ
イ
セ
ン
ス
の
停
止
と
無
効
化
が
、
設
立
基
本
協
定
、
外
国
投

資
法
を
含
む
モ
ン
ゴ
ル
法
お
よ
び
慣
習
国
際
法
の
下
で
の
モ
ン
ゴ
ル

政
府
の
義
務
に
違
反
す
る
不
法
な
収
用
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と

主
張
し
た
。
カ
ー
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
社
は
、
モ
ン
ゴ
ル
側
が
、
外
国
投

資
法
に
違
反
す
る
こ
と
に
よ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
の
ア
ン
ブ

レ
ラ
条
項
（
義
務
遵
守
条
項
。
本
稿
三
・
6
）
の
運
用
を
通
じ
る
同

条
約
の
下
で
の
約
束
も
破
棄
し
た
と
主
張
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章

条
約
だ
け
に
依
拠
す
る
こ
と
と
し
た
。
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6　

申
立
人
の
主
張
の
法
的
根
拠

　

カ
ー
ン
側
が
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
扱
い
を
収
用
か
つ
不
法
で
あ
る
と

主
張
す
る
法
的
根
拠
を
以
下
に
示
す
。

［
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
］

―�

カ
ー
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
の
投
資
母
国
た
る
オ
ラ
ン
ダ
と
投
資
受
入

れ
国
た
る
モ
ン
ゴ
ル
が
共
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
の
締
約
国

で
あ
る
。

―�

同
条
約
第
一
〇
条
が
、
投
資
の
保
護
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
一
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
「
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
従
い
、
自
国
の
地
域
内
に
お
い

て
他
の
締
約
国
の
投
資
家
が
投
資
を
行
う
た
め
の
安
定
し
た
、

衡
平
な
、
良
好
な
か
つ
透
明
性
の
あ
る
条
件
を
醸
成
す
る
。
こ

の
条
件
に
は
、
他
の
締
約
国
の
投
資
家
の
投
資
財
産
に
対
し
、

常
に
公
正
か
つ
衡
平
な
待
遇
を
与
え
る
と
い
う
約
束
を
含
む
。

ま
た
、
こ
の
投
資
財
産
は
、
不
断
の
保
護
及
び
保
障
を
享
受
す

る
も
の
と
し
、
締
約
国
は
、
不
当
な
又
は
差
別
的
な
措
置
に
よ

り
、
こ
の
投
資
財
産
の
経
営
、
維
持
、
使
用
、
享
受
及
び
処
分

を
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
阻
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

投
資
財
産
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
国
際
法
が
要
求
す
る
待

遇
（
条
約
上
の
義
務
に
よ
る
も
の
を
含
む
。）
よ
り
も
不
利
で

な
い
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
。
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
の
投
資

家
又
は
他
の
締
約
国
の
投
資
家
の
投
資
財
産
と
の
間
の
契
約
上

の
義
務
を
遵
守
す
る
。」

　

さ
ら
に
、
七
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
「
締
約
国
は
、
自
国
の
地
域
に
お
け
る
他
の
締
約
国
の
投
資

家
の
投
資
財
産
及
び
当
該
投
資
財
産
に
関
連
す
る
活
動
（
特
に
、

当
該
投
資
財
産
の
経
営
、
維
持
、
使
用
、
享
受
又
は
処
分
）
に

対
し
、
当
該
締
約
国
が
自
国
の
投
資
家
又
は
他
の
締
約
国
若
し

く
は
第
三
国
の
投
資
家
の
投
資
財
産
及
び
当
該
投
資
財
産
に
関

連
す
る
活
動
（
特
に
、
当
該
投
資
財
産
の
経
営
、
維
持
、
使
用
、

享
受
又
は
処
分
）
に
対
し
て
与
え
る
待
遇
の
う
ち
最
も
有
利
な

も
の
よ
り
も
不
利
で
な
い
も
の
を
与
え
る
。」

　

さ
ら
に
、
一
二
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
「
締
約
国
は
、
投
資
財
産
、
投
資
に
関
す
る
合
意
及
び
投
資

の
許
可
に
関
し
、
自
国
の
国
内
法
令
が
請
求
権
の
主
張
及
び
権

利
の
行
使
の
た
め
の
効
果
的
な
手
段
を
定
め
る
こ
と
を
確
保
す

る
。」

―�
同
条
約
第
一
三
条
一
項
が
、「
締
約
国
の
投
資
家
の
他
の
締
約

国
の
地
域
に
お
け
る
投
資
財
産
は
、
国
有
化
さ
れ
、
収
用
さ
れ
、

又
は
国
有
化
若
し
く
は
収
用
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置

（
以
下
「
収
用
」
と
い
う
。）
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

規
定
し
て
い
る
。
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―�

同
条
三
項
は
、「
収
用
に
は
、
締
約
国
が
、
自
国
の
地
域
に
お

け
る
企
業
又
は
会
社
の
資
産
で
あ
っ
て
他
の
締
約
国
の
投
資
家

の
投
資
財
産
を
含
む
（
当
該
他
の
締
約
国
の
投
資
家
が
株
式
を

所
有
し
て
い
る
場
合
を
含
む
。）
も
の
を
収
用
す
る
こ
と
を
含

む
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

―�

同
条
約
第
二
六
条
が
、
投
資
家
と
投
資
受
入
れ
国
と
の
紛
争
の

解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
規
定
し
、
友
好
的
な
解
決
に
従
っ

て
解
決
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
同
条
四
項
ｂ
に
従
っ
て
、「
国

際
連
合
国
際
商
取
引
法
委
員
会
（
以
下
「
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ

Ｌ
」
と
い
う
。）
の
仲
裁
規
則
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
単
独

の
仲
裁
人
又
は
仲
裁
裁
判
所
」
に
付
託
す
る
こ
と
も
で
き
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

［
モ
ン
ゴ
ル
外
国
投
資
法
］）66
（

―�

外
国
投
資
法
第
三
条
一
項
は
、
外
国
投
資
を
「
モ
ン
ゴ
ル
領
域

内
に
外
国
投
資
法
を
以
て
事
業
体
を
設
立
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
又
は
モ
ン
ゴ
ル
の
既
存
の
事
業
体
と
共
同
し
て
操
業
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
外
国
投
資
家
に
よ
っ
て
投
資
さ
れ
る
あ
ら
ゆ

る
種
類
の
有
体
財
産
及
び
無
体
財
産
」
と
し
て
い
る
。

―�

同
第
二
項
は
、
外
国
投
資
家
を
「
モ
ン
ゴ
ル
に
投
資
を
行
う
外

国
の
法
人
又
は
個
人
（
モ
ン
ゴ
ル
に
永
久
的
に
居
住
し
て
い
な

い
外
国
市
民
若
し
く
は
無
国
籍
者
又
は
永
久
的
に
海
外
に
居
住

し
て
い
る
モ
ン
ゴ
ル
市
民
）」
と
し
て
い
る
。

―�

第
五
条
は
、
外
国
投
資
の
タ
イ
プ
を
「
⑴
自
由
に
兌
換
可
能
な

通
貨
及
び
投
資
に
よ
っ
て
稼
得
し
た
ト
グ
ロ
グ
の
再
投
資
、
⑵

動
産
及
び
不
動
産
並
び
に
所
有
権
、
及
び
⑶
知
的
財
産
権
及
び

工
業
所
有
権
」
と
定
め
て
い
る
。

―�

第
六
条
は
外
国
投
資
の
形
態
と
し
て
「
⑷
天
然
資
源
を
開
発
し

及
び
加
工
す
る
た
め
に
、
法
令
に
基
づ
く
権
利
、
コ
ン
セ
ッ

シ
ョ
ン
及
び
生
産
物
分
与
契
約
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
、

⑸
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
及
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
た
め
の
契
約
を
締

結
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
」
と
定
め
て
い
る
。

―�

第
七
条
は
、「
外
国
投
資
家
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
法
令
に
従
っ
て

モ
ン
ゴ
ル
の
領
域
に
お
い
て
操
業
す
る
い
か
な
る
事
業
構
成
体

の
株
式
又
は
そ
の
他
証
券
を
も
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

定
め
て
い
る
。

―�

第
八
条
一
項
は
「
モ
ン
ゴ
ル
の
領
域
に
あ
る
外
国
投
資
は
、
憲

法
、
法
律
及
び
そ
れ
ら
の
法
に
整
合
す
る
そ
の
他
立
法
に
よ
っ

て
保
証
さ
れ
並
び
に
モ
ン
ゴ
ル
が
当
事
国
で
あ
る
国
際
条
約
に

よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
法
的
保
護
を
享
受
す
る
」
と
し
、
二
項
は

「
モ
ン
ゴ
ル
の
領
域
に
あ
る
外
国
投
資
は
、
不
法
に
収
用
さ
れ

な
い
」
と
し
、
三
項
は
「
外
国
投
資
家
の
投
資
は
、
公
共
目
的

の
た
め
若
し
く
は
公
益
の
た
め
に
の
み
及
び
無
差
別
ベ
ー
ス
に
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基
づ
き
及
び
十
分
な
補
償
の
支
払
に
基
づ
き
法
の
正
当
な
手
続

に
従
う
場
合
に
の
み
収
用
さ
れ
る
」
と
し
、
四
項
は
「
モ
ン
ゴ

ル
が
締
約
国
で
あ
る
条
約
に
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
は
、
補

償
額
は
収
用
時
又
は
収
用
公
告
時
の
収
用
資
産
の
額
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
（
中
略
）
か
か
る
補
償
は
、
遅
滞
な
く
支
払
わ
れ

る
」
と
定
め
る
。

―�

第
九
条
は
「
モ
ン
ゴ
ル
は
、
外
国
投
資
家
に
対
し
て
、
投
資
の

所
有
、
使
用
及
び
処
分
に
関
し
て
モ
ン
ゴ
ル
投
資
家
に
対
し
て

与
え
ら
れ
る
待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇
を
付
与
す
る
」
と

定
め
て
い
る
。

―�

第
二
五
条
は
「
外
国
投
資
及
び
外
資
系
事
業
体
の
操
業
に
関
す

る
外
資
系
事
業
体
と
モ
ン
ゴ
ル
投
資
家
と
の
間
及
び
外
国
投
資

家
と
モ
ン
ゴ
ル
の
法
人
又
は
自
然
人
と
の
間
の
紛
争
は
、
モ
ン

ゴ
ル
が
当
事
国
で
あ
る
国
際
条
約
に
定
め
が
な
い
限
り
モ
ン
ゴ

ル
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
又
は
当
事
者
間
の
取
決
め
に
よ
っ
て

解
決
さ
れ
る
」
と
定
め
て
い
る
。

［
モ
ン
ゴ
ル
憲
法
］

　

第
五
条
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
1　

モ
ン
ゴ
ル
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
財
産
に
基
づ
き
、
世
界

経
済
発
展
の
普
遍
的
な
動
向
と
国
家
の
特
性
の
双
方
に
応
え
る
経

済
を
有
す
る
。

2　

国
家
は
、
公
有
及
び
私
有
双
方
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
財
産
を
認

め
、
並
び
に
法
に
よ
り
所
有
者
の
権
利
を
保
護
す
る
も
の
と
す
る
。

3　

国
家
は
、
憲
法
（
中
略
）
を
基
礎
と
し
て
の
み
所
有
者
の
権
利

を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

　

第
六
条
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
「
国
家
は
、
土
地
を
利
用
す
る
方
法
に
関
し
て
責
任
を
有
す
る

土
地
所
有
者
を
制
止
し
、
特
別
な
公
共
の
必
要
性
に
基
づ
い
て
補

償
を
以
て
交
換
し
若
し
く
は
収
用
し
、
又
は
住
民
の
健
康
、
環
境

保
護
の
利
益
又
は
国
家
安
全
保
障
に
対
し
て
逆
効
果
を
も
た
ら
す

よ
う
な
方
法
で
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
そ
れ
を
没
収
す
る
権
利

を
有
す
る
。

　

モ
ン
ゴ
ル
の
市
民
は
、
次
の
権
利
及
び
自
由
を
享
受
す
る
。

　
（（
1
）、（
2
）
省
略
）

　
（
3
）
動
産
及
び
不
動
産
の
公
正
な
取
得
、
占
有
、
所
有
及
び
相

続
に
対
す
る
権
利
。
市
民
の
私
有
財
産
の
不
法
な
没
収
及
び
徴

用
は
禁
じ
ら
れ
る
。
国
家
及
び
そ
の
団
体
が
専
ら
公
共
の
必
要

性
に
基
づ
い
て
私
有
財
産
を
収
用
す
る
と
き
は
、
正
当
な
補
償

の
支
払
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。」

　

モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
モ
ン
ゴ
ル
法
の
下
で
合
弁
会
社
と
そ
の
パ
ー
ト

ナ
ー
た
る
前
出
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
社
に
対
し
て
負
う
べ
き

義
務
を
信
託
さ
れ
て
い
る
。
モ
ン
ゴ
ル
法
に
よ
れ
ば
、
合
弁
会
社
の
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パ
ー
ト
ナ
ー
は
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
す
る
信
託
者
で
あ
る
。

　

カ
ー
ン
側
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
被
申
立
人
す
な
わ
ち
モ
ン
ゴ
ル
政

府
は
、
善
意
に
よ
っ
て
行
為
を
な
し
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
最
良
の
利
益
の

た
め
に
行
為
を
な
す
と
い
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
が
、
モ
ン
ゴ
ル
政

府
は
、
こ
の
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
設
立
基
本
協
定
第
三
条
六
項
は
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
財
産
を

0

0

0

0

0

0

0

0

徴
収
0

0

（requisition
）
又
は
没
収
の
対
象
と
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
規
定
し
て
い

る
。

［
モ
ン
ゴ
ル
会
社
法
］

　

会
社
法
第
八
一
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
会
社
の
「
統
治
者
」

（governing�partner/governing�person

）
は
、
誠
実
に
か
つ

会
社
の
利
益
の
た
め
に
行
為
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
同
条

六
項
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
会
社
の
「
統
治
者
」
は
、
Ｌ
Ｌ
Ｃ

（
有
限
責
任
会
社
）
の
場
合
に
は
、
単
独
で
又
は
関
連
す
る
者
と
共

に
会
社
の
普
通
持
分
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
そ
れ
以
上
を
保
有
す

る
出
資
者
（
持
分
権
者
）
は
、
会
社
の
統
治
者
と
し
て
責
を
負
う
も

の
と
さ
れ
る）66
（

。

　

モ
ン
ゴ
ル
と
ロ
シ
ア
の
二
社
は
そ
れ
ぞ
れ
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
二
一
パ
ー

セ
ン
ト
の
持
分
権
者
（
社
員
）
で
あ
る
か
ら
、
右
会
社
法
に
い
う
統

治
者
に
該
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
う
一
人
の
持
分
権
者
Ｃ
Ａ
Ｕ

Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
社
に
対
し
て
、
違
反
か
ら
生
じ
た
損
害
に
対
し

て
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

［
モ
ン
ゴ
ル
民
法
典
］

　

第
一
三
条
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
1　

民
事
上
の
法
律
関
係
の
関
与
者
は
、
法
令
又
は
契
約
に
定
め

ら
れ
た
権
利
及
び
義
務
を
誠
実
に
行
使
し
及
び
履
行
す
る
も
の
と

す
る
。

2　

民
事
上
の
法
律
関
係
の
関
与
者
は
、
法
令
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ

ず
又
は
直
接
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
か
な
る
権
利
及
び
義
務
も
、

自
己
の
意
志
で
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3　

民
事
上
の
法
律
関
係
の
関
与
者
は
、
自
己
の
権
利
を
享
受
し
又

は
義
務
を
履
行
す
る
間
は
、
市
場
関
係
を
制
限
し
及
び
正
当
な
優

位
を
不
法
に
利
用
し
て
他
の
関
与
者
に
損
害
を
与
え
る
行
動
を
引

き
受
け
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
。」

　

第
一
〇
一
条
一
項
は
、「
所
有
者
は
、
自
己
の
裁
量
で
所
有
物
を

占
有
し
、
利
用
し
及
び
処
分
し
並
び
に
法
令
又
は
契
約
で
保
証
さ
れ

た
他
の
当
事
者
の
権
利
を
損
な
う
こ
と
な
く
及
び
法
令
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
限
度
内
で
、
い
か
な
る
侵
害
か
ら
も
当
該
所
有
物
を
保
護

す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。

　

第
一
〇
三
条
は
、「
所
有
権
は
、
法
令
で
特
定
さ
れ
た
根
拠
に
基

づ
い
て
の
み
制
限
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。

　

民
法
典
第
四
九
七
条
一
項
は
「
故
意
に
又
は
不
注
意
な
行
為
（
不
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作
為
）
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
、
生
命
、
健
康
、
尊
厳
、
事
業
の
信

頼
又
は
財
産
に
対
し
て
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
者
は
、
そ
の
損
害
に

対
し
て
賠
償
金
を
支
払
う
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る）6（
（

。
カ
ー

ン
側
は
、
モ
ン
ゴ
ル
側
の
行
為
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
は
二
億
ド
ル
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

（
74
）　

注
54
参
照
。

（
75
）　

注
12
参
照
。

（
76
）　

民
法
典
の
政
府
非
公
式
英
語
版
で
は
、
規
律
対
象
を
“legal�

person

”間
の
関
係
と
し
て
い
る
（
第
一
条
）。
こ
こ
で
い
う
“legal�

person

”に
は
、
市
民
、
法
人
（juridical/legal�persons

）、
法

人
格
な
き
社
団
等
（organizations�w

ithout�legal�status

）
を

包
括
す
る
と
規
定
し
て
い
る
（
第
七
条
7
・
1
）。
し
か
し
な
が
ら
、

代
理
の
規
定
に
は
“a�citizen�or�a�legal�person
”（
六
三
条
）、

所
有
権
の
規
定
に
は
“individual�and�legal�person
”（
第
一
〇

〇
条
）
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

　

こ
れ
だ
と
、
個
人
は
“legal�person

”か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
注
53
の
「
登
記
法
」
の
第
三
条
一
項
一
号
に
よ
れ
ば
、

「
法
的
構
成
体
は
、
民
法
法
典
に
特
定
さ
れ
た
性
質
を
有
す
る
組
織

単
位
（organizational�unit

）
を
い
う
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ

れ
だ
と
、
個
人
は
少
な
く
と
も
登
記
を
要
す
る
組
織
体
で
は
な
い

こ
と
に
な
る
。

7　

収
用
と
同
等
の
政
府
行
為

　

カ
ー
ン
側
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
行
為
又
は
不
作

為
で
法
的
義
務
に
違
反
し
た
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

―�

Ｎ
Ｅ
Ｌ
の
規
定
を
根
拠
に
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
と
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ

ア
社
が
所
有
す
る
権
益
を
無
償
で
徴
収

0

0

0

0

0

（taking

）
し
た
こ
と
、

―�

二
〇
〇
九
年
の
再
登
録
申
請
に
対
し
て
、
同
法
に
基
づ
く
ラ
イ

セ
ン
ス
の
再
登
録
を
拒
否
し
た
こ
と
、

―�

根
拠
の
な
い
公
的
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
カ
ー
ン
側
が
モ
ン
ゴ
ル

法
に
違
反
し
た
と
主
張
し
た
こ
と
、
及
び

―�

モ
ン
ゴ
ル
と
国
外
に
お
け
る
カ
ー
ン
側
の
信
頼
度
を
意
図
的
に

傷
つ
け
る
行
為
を
繰
り
返
し
た
こ
と
。

　

そ
し
て
、
カ
ー
ン
側
の
投
資
に
対
す
る
モ
ン
ゴ
ル
の
政
府
行
為
は

決
し
て
公
共
目
的
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
差
別
的
で
あ
り
、
法
の

正
当
な
手
続
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
迅
速
な
十
分
な
実
効
的
な
補

償
も
支
払
わ
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
行
為
や
不
作
為
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約

や
モ
ン
ゴ
ル
向
け
の
外
国
投
資
家
に
対
す
る
安
定
的
で
衡
平
で
有
利

で
透
明
な
条
件
の
奨
励
と
創
出
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
り
、
モ
ン

ゴ
ル
政
府
は
カ
ー
ン
側
と
そ
の
投
資
に
対
し
て
公
正
か
つ
衡
平
な
待

遇
と
十
分
な
保
護
を
与
え
る
と
い
う
約
束
を
履
行
し
て
い
な
い
。

　

以
上
、
カ
ー
ン
側
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
・
外
国
投
資
法
・
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憲
法
・
民
商
法
・
合
弁
契
約
に
違
反
す
る
こ
の
恣
意
的
か
つ
差
別
的

な
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
行
為
は
、
無
償
の
国
有
化
と
同
等
の
措
置
に
相

当
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

8　

対
人
管
轄
権
に
関
す
る
争
点

　

仲
裁
廷
は
、
管
轄
権
に
関
し
て
二
〇
一
二
年
七
月
二
五
日
、
モ
ン

ゴ
ル
側
が
提
起
し
た
対
人
管
轄
権
（jurisdiction�ratione 

personae

）
の
争
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。

［
非
署
名
者
の
当
事
者
適
格
（standing

）］

　

申
立
人
は
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
が
「
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
全
体
の
調
整
と
財
務
に
関
す
る
一
義
的
な
責
任
」
を
有
す

る
利
害
関
係
者
（party�in�interest

）」
で
あ
っ
た
と
申
し
立
て
る）66
（

。

申
立
人
は
、「
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
仲
裁
判
断
」
と
、
い
わ
ゆ
る
「
企

業
グ
ル
ー
プ
法
理
」（D

octrine�de�groupe�de�sociétés/�
Group�of�com

panies�doctrine

））66
（

を
援
用
し
て
適
格
性
を
主
張
し

た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
申
立
人
は
、
右
の
仲
裁
判
断
と
法
理
の
援
用

は
誤
り
で
あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
法
は
そ
の
い
ず
れ
を
も
認
め
な
い
と
反

論
）
66
（

。
そ
し
て
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
が
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
社
設
立
基
本
協
定
の

署
名
者
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
の
み
で
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
に
対
し

て
裁
判
所
が
直
接
的
に
対
人
管
轄
権
を
認
め
る
こ
と
に
異
議
を
申
し

立
て
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
被
申
立
人
は
実
質
的
な
内
容
の
反
対
根

拠
を
示
さ
な
か
っ
た）66
（

。

　

二
〇
〇
三
年
七
月
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
（
カ
ー
ン
・
バ

ミ
ュ
ー
ダ
社
を
通
じ
て
）
Ｗ
Ｍ
マ
イ
ニ
ン
グ
社
の
持
分
を
取
得
し
、

Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
に
お
け
る
究
極
の
支
配
社
員
（
出
資
者
）
に
な
っ
た
。
こ

の
事
実
だ
け
で
は
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
を
設
立
基
本
協
定
の
当
事
者

と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
仲
裁
廷
は
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社

が
そ
の
時
点
で
は
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
社
の
義
務
を
履
行
し
、

当
該
協
定
の
当
事
者
と
し
て
行
動
し
て
い
た
と
判
断
し
、
申
立
人
三

者
す
べ
て
に
「
共
通
の
意
図
」（com

m
on�intention

）
が
存
在
す

る
こ
と
を
認
め
た）67
（

。

　

仲
裁
廷
は
、
カ
ナ
ダ
側
の
対
応
者
が
署
名
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と

に
留
意
は
す
る
も
の
の
、「
実
質
的
な
当
事
者
」（real�party

）
で

あ
る
こ
と
が
署
名
当
事
者
、
非
署
名
当
事
者
双
方
の
共
通
の
意
図
で

あ
る
な
ら
ば
、
非
署
名
者
た
る
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
も
設
立
基
本
協

定
の
「
実
質
的
な
当
事
者
」
に
な
り
う
る
と
判
示
し
た）66
）（
66
（

。

［
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
当
事
者
適
格
］

　

モ
ン
ゴ
ル
側
は
さ
ら
に
、
設
立
基
本
協
定
の
署
名
の
後
継
者
で
あ

る
モ
ン
ア
ト
ム
社
の
み
が
唯
一
の
被
申
立
構
成
体
で
あ
り
、
モ
ン
ゴ

ル
政
府
と
は
別
個
の
構
成
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
事
者
で
な
い
者

す
な
わ
ち
モ
ン
ゴ
ル
政
府
が
同
協
定
の
仲
裁
条
項
に
拘
束
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
と
主
張
し
た）66
（

。
申
立
人
は
、
モ
ン
ア
ト
ム
社
は
モ
ン
ゴ
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ル
政
府
全
額
出
資
の
子
会
社
で
は
あ
る
が
、
標
準
的
な
法
人
事
業
を

行
う
…
…
別
個
の
法
的
個
性
を
有
す
る
事
業
構
成
体
で
あ
る
」
と
説

明
し
た）66
（

。
国
家
所
有
の
独
立
構
成
体
が
署
名
し
た
仲
裁
取
決
め
は
国

家
を
拘
束
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る）6（
（

。

　

申
立
人
は
、
会
社
定
款
と
会
社
法
が
モ
ン
ア
ト
ム
社
の
独
立
性
を

認
め
て
い
る
と
主
張
。
会
社
法
第
九
条
三
項
が
、「
社
員
（
出
資
者

―
筆
者
注
）
は
、
会
社
の
債
務
に
対
し
て
責
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
、

会
社
の
持
分
に
対
す
る
投
資
額
の
範
囲
で
の
み
損
失
の
リ
ス
ク
を
負

う
も
の
と
す
る
」
と
定
め
、
定
款
も
「
当
社
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト

国
家
所
有
の
有
限
責
任
会
社
で
あ
る
が
、
モ
ン
ア
ト
ム
社
は
モ
ン
ゴ

ル
政
府
に
代
わ
っ
て
義
務
を
履
行
し
事
業
活
動
に
従
事
す
る
と
い
う

声
明
を
一
切
行
う
こ
と
な
く
、
独
立
の
損
益
計
算
書
を
備
え
る
営
利

を
目
的
と
す
る
法
的
構
成
体
で
あ
る
も
の
と
し
、
自
己
の
た
め
に
権

利
及
び
義
務
を
享
受
す
る
権
限
を
有
し
、
並
び
に
別
個
の
自
己
資
産

を
有
す
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
と
主
張
す
る）66
（

。

　

こ
の
ほ
か
、
申
立
人
は
、
国
際
法
委
員
会
（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）
の
「
国
際

違
法
行
為
に
対
す
る
国
家
責
任
に
関
す
る
条
文
草
案
」（D

raft�
A

rticles�on�State�R
esponsibility�of�States�for�

Internationally�W
rongful�A

cts

）
は
、
慣
習
国
際
法
と
し
て
広

く
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
紛
争
に
は
適
用
さ
れ
な
い

と
主
張
し
た）66
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
申
立
人
は
、
専
門
家
証
人
報
告
で
確
認
さ
れ
て

い
る
と
お
り
、
モ
ン
ア
ト
ム
社
は
モ
ン
ゴ
ル
政
府
か
ら
独
立
し
た
存

在
で
は
な
く
、
設
立
基
本
協
定
で
は
国
の
代
表
者
と
な
っ
て
い
る
と

主
張
す
る）66
（

。
申
立
人
は
、
特
に
次
の
三
点
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、

㈠
モ
ン
ア
ト
ム
社
は
、
設
立
基
本
協
定
の
な
か
で
特
定
の
文
脈
で
は

モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
代
表
者
で
あ
る
こ
と
、
㈡
モ
ン
ア
ト
ム
社
は
、
国

有
財
産
を
任
さ
れ
て
い
る
構
成
体
と
し
て
、「
モ
ン
ゴ
ル
の
国
及
び

地
方
政
府
の
財
産
に
関
す
る
法
」（Law

�on�State�and�Local�
Governm

ent�Property�of�M
ongolia,�1996

）
に
従
っ
て
モ
ン

ゴ
ル
政
府
の
命
令
を
受
け
て
行
為
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
㈢
モ

ン
ア
ト
ム
社
が
本
当
に
モ
ン
ゴ
ル
政
府
か
ら
独
立
し
た
存
在
で
あ
る

な
ら
ば
、
二
〇
〇
九
年
に
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
に
お
け
る
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
持
分
を
モ

ン
ア
ト
ム
社
に
譲
渡
し
た
こ
と
は
無
効
で
あ
る
こ
と）66
（

。
以
上
に
対
し
、

仲
裁
廷
は
、
申
立
人
の
専
門
家
証
人
が
作
成
し
た
証
言
に
基
づ
い
て
、

Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
株
主
の
一
人
で
あ
る
モ
ン
ア
ト
ム
社
は
、
国
が
全
額
所

有
す
る
事
業
体
で
あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
代
表
と
し
て
行
動
し
、

主
権
国
家
の
み
が
実
施
す
る
義
務
す
な
わ
ち
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
天
然
資
源

利
用
料
納
付
を
軽
減
す
る
こ
と
を
約
し
て
い
る
と
判
示
し
、
仲
裁
廷

が
設
立
基
本
協
定
に
基
づ
い
て
モ
ン
ゴ
ル
政
府
に
対
人
管
轄
権
を
行

使
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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（
77
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits.�paras.104-111;�T

he�Claim
ants

’�Counter-m
em

orial�
on�Jurisdiction,�3��February�2012,�para.192;�Respondents

’

Rejoinder�on�the�M
erits�and�Q

uantum
�dated�4��O

ctober�
2013,�paras.60,�81.

（
78
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction,�paras.�94-95,331.

　
「
企
業
グ
ル
ー
プ
法
理
」
が
仲
裁
取
決
め
に
適
用
さ
れ
た
最
初
の

事
件
は
「
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
対
イ
ゾ
ヴ
ェ
ー
ル
・
サ

ン
ゴ
バ
ン
」
い
わ
ゆ
る
「
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
事
件
」
で
あ
る
。
こ

の
事
件
は
「
企
業
グ
ル
ー
プ
法
理
」
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・

ケ
ー
ス
と
な
っ
た
。
事
件
の
仲
裁
地
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
フ

ラ
ン
ス
で
は
、
仲
裁
取
決
め
の
署
名
者
が
企
業
グ
ル
ー
プ
の
一
部

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
仲
裁
取
決
め
の
適
用
を
同
一
集
団
の
一

又
は
そ
れ
以
上
の
企
業
を
署
名
者
に
広
げ
る
こ
と
を
可
能
と
し
て

い
る
。
こ
こ
で
い
う
企
業
グ
ル
ー
プ
と
は
、
法
的
に
独
立
し
た
一

連
の
企
業
で
あ
っ
て
、
単
一
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
直
接
な
い
し

間
接
の
絶
対
的
支
配
に
す
べ
て
従
う
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
考
え
方
が
世
界
で
認
め
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ス
イ
ス
で
は
こ
の
法
理
の
容
認

を
拒
否
し
て
い
る
。
以
下
に
こ
の
事
件
の
概
要
を
記
す
。

　

申
立
人

　
　

・
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
Ｓ
Ａ
（
フ
ラ
ン
ス
）

　
　

・
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（
ア
メ
リ
カ
）

　
　

・
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
Ａ
Ｇ
（
ス
イ
ス
）

　
　

・
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
Ｓ
Ａ
（
ス
イ
ス
）

　

被
申
立
人

　
　

・
イ
ゾ
ヴ
ェ
ー
ル
・
サ
ン
ゴ
バ
ン
（
フ
ラ
ン
ス
）

［
事
実
］

　

事
実
関
係
は
、
補
図
4
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
法
人
の
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（D

ow
�

Chem
ical�Com

pany

）
は
、
直
接
・
間
接
に
全
額
出
資
の
ダ
ウ
・

ヴ
ェ
ネ
ス
エ
ラ
（D

O
W

�V
enezuela,�C.A

.�

〈com
pañía 

anónim
a

〉）、
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
Ａ
Ｇ
（D

ow
�Chem

ical�A
.G.�

ス

イ
ス
）、
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
Ｓ
Ａ
（D

ow
�

Chem
ical�Europe.�

ス
イ
ス
）、
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
フ
ラ
ン
ス

（D
ow

�France�S.A
.

）
を
所
有
し
て
い
る
。

　

一
九
六
五
年
、
ダ
ウ
・
ヴ
ェ
ネ
ス
エ
ラ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
会
社

ブ
ッ
ソ
ワ
・
イ
ゾ
ラ
シ
オ
ン
（Boussois-Isolation

）
と
契
約
を
締

結
し
た
が
、
そ
の
後
ブ
ッ
ソ
ワ
・
イ
ゾ
ラ
シ
オ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
断
熱
材
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
同
社

の
権
利
義
務
を
イ
ゾ
ヴ
ェ
ー
ル
・
サ
ン
ゴ
バ
ン
（ISO

V
ER�Saint-

Gobain

）
に
譲
渡
し
た
。

　

そ
の
後
、
ダ
ウ
・
ヴ
ェ
ネ
ス
エ
ラ
自
体
が
ア
メ
リ
カ
の
親
会
社

ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
子
会
社
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
Ａ
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Ｇ
に
契
約
の
権
利
義
務
を
譲
渡
し
た
。
次
い
で
一
九
六
八
年
、
ダ

ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
Ａ
Ｇ
の
子
会
社
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

（D
ow

�Chem
ical�Europe.�

ス
イ
ス
）
は
、
ブ
ッ
ソ
ワ
・
イ
ゾ
ラ

シ
オ
ン
を
含
む
他
の
三
社
と
の
間
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
同
一

産
品
等
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し

た
。
そ
の
後
同
三
社
は
契
約
の
権
利
義
務
を
イ
ゾ
ヴ
ェ
ー
ル
・
サ

ン
ゴ
バ
ン
に
譲
渡
し
た
。

　

一
九
六
五
年
と
六
八
年
の
契
約
書
に
は
、
契
約
か
ら
生
じ
る
紛

争
は
す
べ
て
フ
ラ
ン
ス
法
に
従
い
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
（
国
際
商
業
会
議
所
）

の
仲
裁
条
項
に
従
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

デ
リ
バ
リ
ー
は
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
ま
た
は
そ
の
他

ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
の
い
ず
れ
か
の
子
会
社
が
行
う
こ
と
が
で
き
る

と
規
定
し
て
い
た
。
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
が
当
該
契
約

の
予
定
す
る
デ
リ
バ
リ
ー
業
者
を
有
効
な
も
の
と
し
て
い
た
こ
と

は
事
実
で
あ
る
（
こ
の
間
、
産
品
の
一
つ
「
ル
ー
フ
メ
イ
ト
」

〈Roofm
ate.

断
熱
材
〉
に
対
す
る
苦
情
に
関
し
て
、
ダ
ウ
・
ケ
ミ

カ
ル
・
グ
ル
ー
プ
の
企
業
を
相
手
ど
っ
た
訴
訟
が
数
件
フ
ラ
ン
ス

の
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
て
い
た
）。

［
手
続
］

　

ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
Ａ
Ｇ
と
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

契
約
書
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
仲
裁
条
項
に
基
づ
い
て
、
申
立
人

は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
ル
ー
フ
メ
イ
ト
」
の
使
用
か
ら
生
じ

る
損
害
に
対
し
て
責
を
負
う
の
は
被
申
立
人
す
な
わ
ち
イ
ゾ
ベ
ー

補図 4　ダウ・ケミカル関係企業の所有構造

ISOVER
Saint-Gobain
（フランス）

Boussoi-
Isolation

（フランス）

Compagnie
de Saint-
Gobain

（フランス）

Francisol
（フランス）

Dow Venezuela
C.A.（ヴェネズエラ）

Dow Chemical
A.G.（スイス）

Dow Chemical
Europe S.A.
（スイス）

Dow Chemical
France S.A.

（フランス）

The Dow Chemical
Company

（アメリカ）

出資
100％

出資
100％

出資
100％

出資　　100％

③契約上の　権利義務譲渡

①ディストリ
　ビューター
　　 契約

②契約上の
権利義務

　　譲渡

⑤契約
上の権
利義務
譲渡

④
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー
契
約

⑤
契
約
上
の
権
利
義
務
譲
渡

⑤
契
約
上
の
権
利
義
務
譲
渡

直接販売

出所：ICC 仲裁規則に基づく仲裁判断その他資料より筆者作成。
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ル
・
サ
ン
ゴ
バ
ン
の
み
で
あ
る
と
主
張
し
て
仲
裁
手
続
を
開
始
し

た
。

　

イ
ゾ
ヴ
ェ
ー
ル
は
、
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー
と
ダ
ウ
・

ケ
ミ
カ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
が
主
張
し
た
申
立
に
対
す
る
管
轄
権
と
ダ

ウ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
当
事
者
適
格
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
た
。

［
判
断
］

　

仲
裁
廷
は
、
関
わ
り
合
い
を
も
つ
す
べ
て
の
企
業
が
同
一
の
経

済
実
体
（une�réalité�économ

ique�unique

）
を
有
し
、
企
業
グ

ル
ー
プ
の
一
つ
が
合
意
し
た
仲
裁
条
項
は
企
業
グ
ル
ー
プ
に
属
す

る
他
の
企
業
を
も
拘
束
す
る
と
し
、
ダ
ウ
・
フ
ラ
ン
ス
と
ダ
ウ
・

ケ
ミ
カ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー
は
た
と
え
契
約
書
に
署
名
し
て
い
な
く

て
も
当
該
契
約
の
当
事
者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
仲
裁
条
項
は

両
社
に
適
用
可
能
で
あ
る
と
裁
定
し
た
（
参
考
ま
で
に
、
仲
裁
廷

長
は
ピ
ー
テ
ル
・
サ
ン
ダ
ー
ス
〈Pieter�Sanders

〉
教
授
。
元
ア

ム
ス
テ
ル
ダ
ム
控
訴
裁
判
所
副
所
長
。「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
及

び
執
行
に
関
す
る
条
約
」〈
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
〉
の
起
草
者
）。

［
控
訴
］

　

こ
れ
に
対
し
、
被
申
立
人
は
、
パ
リ
控
訴
院
（Cour�d
’appel�

de�Paris

）
に
お
い
て
こ
の
仲
裁
廷
の
判
断
を
争
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス

民
事
訴
訟
法
第
一
五
一
九
条
一
項
で
は
、
仲
裁
判
断
取
消
し
の
訴

え
は
仲
裁
判
断
を
下
し
た
管
轄
地
の
控
訴
裁
判
所
に
申
し
立
て
る

も
の
と
す
る
（Le�recours�en�annulation�est�porté�devant�

la�cour�d

’appel�dans�le�ressort�de�laquelle�la�sentence�a�

été�rendue

）
と
定
め
て
い
る
（
法
令
は
本
稿
注
140
参
照
）。
し
か

し
な
が
ら
、
控
訴
裁
判
所
は
、
ダ
ウ
・
ケ
ミ
カ
ル
・
グ
ル
ー
プ
に

共
通
の
意
図
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
仲
裁
廷
の
判

断
を
支
持
し
た
。

　

ICC�4131/1982

（Interim
�A

w
ard

）�in�D
ow

�Chem
ical�

F
rance�et al v.�ISO

V
E

R
Saint�G

obain�

（F
rance

）（2�3�
Septem

ber�1983

）�;�ICC�4532,�Rev.A
rb.�1984,�at�137��et seq.;�

Paris�Court�of�A
ppeal�

（Cour�d

’appel�de�Paris

）,�First�
Cham

ber,�2�1�O
ctober�1983;�International C

om
m

ercial 
A

rbitration,�N
o.131,�1982,�pp.131-38�reprinted in Journal 

du droit international�

（Clunet

）;Yearbook of Com
m

ercial 
A

rbitration, V
ol.110,�1984.�p.131�et seq .;�French  

International A
rbitration Law

 R
eports, 1963-2007.�N

ew
�

Y
ork:�JurisN

et�LLC,�2014.�p.75�et seq.;�Gary�B.�Born,�
International A

rbitration: C
ases and M

aterials.�N
ew

�
Y

ork:�W
olters�K

luw
er�Law

�&
�B

usiness,�2015;�A
lan�

R
edfern�and�M

artin�H
unter,�L

aw
 and P

ractice of 
International Com

m
ercial A

rbitration.�4th�ed.�London:�
Sw

eet�&
�M

axw
ell,�2004.�pp.148-150;�Serge�Gravel�and�

Patricia�Peterson,�

“French�Law
�and�A

rbitration�Clauses�-�
D

istinguishing�Scope�from
�V

alidity:�Com
m

ent�on�ICC�
Case�N

o.�6519�Final�A
w

ard.

” M
cG

ill Law
 Journal,�V

ol.�
37,�N

o.�2,�1992.�pp.516-536.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
も
参
照
。〈https://�
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w
w

w
.trans-lex.org/204131/_/icc-aw

ard-no-4131-yca-1984-
at-131-et-seq-/

〉
お
よ
び
〈https://w

w
w

.trans-lex.
org/204532/_/icc-aw

ard-no-4532-revdarb-1984-at-137-et-
seq/

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

（
79
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction,�para.94.

（
80
）　

注
9
の
う
ち
、Rejoinder,�paras.�78,�80.;�H

earing�
T

ranscript�111:20-112:11.�A
w

ard�on�the�M
erits.�para.112.

（
81
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction.�para.333.

（
82
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction.�paras.341,�342

（
83
）　�T

einver�S.A
.,�T

ransportes�de�Cercanías�S.A
.�and�

A
utobuses�U

rbanos�del�Sur�S.A
.�v.�T

he�A
rgentine�

R
epublic

（IC
SID

�C
ase�N

o.A
R

B
/09/1

）、G
uaracachi�

A
m

erica,��Inc.�and�Rurelec�PLC�v.�T
he�Plurinational�

State�of�Bolivia

（
ボ
リ
ー
ヴ
ィ
ア
多
民
族
国
）（U

N
CIT

RA
L,�

PCA
�Case�N

o.2011-17

）
お
よ
び�Gold�Reserve�Inc.�v.�

Bolivarian�Republic�of�V
enezuela

（
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
・
ボ
リ
ー

ヴ
ァ
ル
共
和
国
）（ICSID

�Case�N
o.A

RB

（A
F

）/09/1

）
は
、
申

立
人
が
間
接
的
な
株
主
で
あ
る
事
案
で
あ
っ
た
が
、
申
立
人
の
当

事
者
適
格
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

他
方
、Pošštová�banka,�a.s.�and�IST

RO
K

A
PIT

A
L�SE�v.�

H
ellenic�Republic

（
ギ
リ
シ
ャ
）（ICSID

�Case�N
o.A

RB/13/8

）

に
お
い
て
は
、
申
立
人
の
一
社
が
子
会
社
を
経
由
し
て
国
債
に
間

接
投
資
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
関
係
の
下
で
、
申
立
人
が
国

債
を
投
資
財
産
と
し
て
申
立
人
適
格
を
主
張
し
た
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
。
会
社
の
間
接
保
有
に
つ
い
て
も
、Enron�Corporation�

and�Ponderosa�A
ssets,L.P.�v.�Enron�Cor��poration�and�

Ponderosa�A
ssets,�L.P.�v.�A

rgentine�Republic

（ICSID
�

Case�N
o.A

RB/01/3

）
は
、
当
該
会
社
と
遠
い
つ
な
が
り
し
か
な

い
請
求
に
つ
い
て
は
、
カ
ッ
ト
オ
フ
ポ
イ
ン
ト
を
設
定
す
る
必
要

が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
以
上
は
、『
公
表
さ
れ
て
い
る
主
要
な

投
資
仲
裁
判
断
例
の
分
析
に
関
す
る
調
査
（
報
告
書
）』
東
京
、
瓜

生
・
糸
賀
法
律
事
務
所
、
二
〇
一
七
年
。
七
ペ
ー
ジ
。

（
84
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction.�para.�113;�T

he�Respondents

’�M
em

orial�on�
Jurisdiction,�3��D

ecem
ber�2011,�paras.48,�53.

（
85
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction.�para.113;�T

he�Respondents

’�M
em

orial�on�
Jurisdiction,�3��D

ecem
ber�2011,�paras.49,�54;�T

he�
Respondents

’�Reply�M
em

orial�on�Jurisdiction,�1�4�M
arch�

2012,�para.94.
（
86
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction.�para.113;�H

earing�T
ranscript�42:19-21.

（
87
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
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Jurisdiction.�para.�114;�T
he�Respondents

’�M
em

orial�on�
Jurisdiction,�3��D

ecem
ber�2011,�para.51;�T

he�Respondents

’�
Reply�M

em
orial�on�Jurisdiction,�1�4�M

arch�2012,�para.98.
（
88
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�T

he�Respond-
ents

’�Mem
orial�on�Jurisdiction,�3��D

ecem
ber�2011,�paras.�

67-79;�D
ecision�on�Jurisdiction.�para.123.

（
89
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction.�para.124;�E

xpert R
eport on M

ongolian Law
,�

by�T
sogt�N

atsagdorj,�2�4�January�2012;�T
he�Claim

ants

’�
C

ounter-m
em

orial�on�Jurisdiction,�3��F
ebruary�2012,�

paras.193-194;�T
he�Claim

ants
’�Rejoinder�on�Jurisdiction,�

2�3�A
pril�2012,�para.83.

（
90
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction.�paras.125-147;�C

ounter-m
em

orial�on�
Jurisdiction,�3��February�2012,�para.196.

9　

事
物
管
轄
権
に
関
す
る
争
点

　

仲
裁
廷
が
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
設
立
基
本
協
定
の
下
で
な
さ
れ
た
申
立
て
に

対
し
て
事
物
管
轄
権
（jurisdiction�ratione m

ateriae

）
を
有
す

る
か
否
か
で
あ
る
が
、
モ
ン
ゴ
ル
側
は
右
協
定
の
下
で
の
請
求
に
対

す
る
仲
裁
廷
の
事
物
管
轄
権
に
異
議
を
唱
え
た
。
さ
ら
に
、
申
立
構

成
体
（
申
立
人
）
が
何
を
申
し
立
て
て
い
る
の
か
を
説
明
し
な
い
ま

ま
で
終
わ
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
カ
ナ
ダ
側
は
、
被
申
立
人
の
主
張
が
「
非
論
理

的
」
で
あ
り
、
か
つ
「
何
ら
存
在
し
な
い
混
沌
を
創
り
だ
そ
う
と
す

る
企
み
で
あ
る
と
反
論
。
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
と
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
社
は
設
立
基
本
協
定
第
一
二
条
に
基
づ
い
て
申
し
立
て
、

カ
ー
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
社
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
第
二
六
条
に
基
づ

い
て
申
し
立
て
、
さ
ら
に
全
申
立
人
三
者
が
外
国
投
資
法
第
二
五
条

を
援
用
し
た）67
（

。

　

右
に
い
う
三
法
の
援
用
条
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

［
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
設
立
基
本
協
定
］

　

第
一
二
条

　

一
（
準
拠
法
）
こ
の
協
定
は
モ
ン
ゴ
ル
法
に
従
っ
て
規
律
さ
れ
解

釈
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
間
の
紛
争
が
こ
の
条
二
項
に

従
っ
て
仲
裁
に
付
託
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
紛
争
案
件
に
適
用

す
べ
き
モ
ン
ゴ
ル
法
の
規
定
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
か
か
る

案
件
は
抵
触
法
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
な
く
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
法
に
従
っ
て
規
律
さ
れ
解
釈
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　

二
（
仲
裁
）
こ
の
協
定
の
規
定
又
は
そ
の
解
釈
か
ら
又
は
そ
れ
に��

関
連
し
て
生
じ
る
紛
争
は
、
一
義
的
に
は
誠
実
な
交
渉
に
よ
っ

て
解
決
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
紛
争
の
存
在
を
申
し
立
て
た
当

事
者
か
ら
の
通
知
か
ら
九
〇
日
以
内
に
友
好
的
な
解
決
に
達
し
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な
い
と
き
は
、
紛
争
案
件
は
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
仲
裁
規
則
に

従
っ
て
拘
束
力
を
有
す
る
仲
裁
に
付
託
さ
れ
る
。

［
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
］

　

第
二
六
条

　

⑴　

締
約
国
の
地
域
に
お
け
る
他
の
締
約
国
の
投
資
家
の
投
資
財

産
に
関
す
る
当
該
締
約
国
と
当
該
他
の
締
約
国
の
投
資
家
と
の

間
の
紛
争
で
あ
っ
て
、
第
三
部
の
規
定
に
基
づ
く
当
該
締
約
国

の
義
務
の
違
反
で
あ
る
と
申
し
立
て
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

可
能
な
限
り
、
友
好
的
に
解
決
す
る
。

　

⑵　

⑴
に
規
定
す
る
紛
争
が
い
ず
れ
か
一
方
の
紛
争
当
事
者
が
友

好
的
な
解
決
を
要
請
し
た
日
か
ら
三
箇
月
以
内
に
⑴
の
規
定
に

従
っ
て
解
決
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
紛
争
当
事
者
で
あ
る
投
資

家
は
、
当
該
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
次
の
い
ず
れ
か
の
手
続

を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒜�

紛
争
当
事
者
で
あ
る
締
約
国
の
裁
判
所
又
は
行
政
裁
判
所
に

当
該
紛
争
を
付
託
す
る
こ
と
。

⒝�

あ
ら
か
じ
め
合
意
し
た
適
用
可
能
な
紛
争
解
決
手
続
に
従
っ

て
当
該
紛
争
を
付
託
す
る
こ
と
。

⒞�

⑶
か
ら
⑻
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
当
該
紛
争
を
付
託
す
る
こ

と
。

　

⑶　

⒜
締
約
国
は
、
⒝
及
び
⒞
の
規
定
に
の
み
従
う
こ
と
を
条
件

と
し
て
、
紛
争
を
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
国
際
的
な
仲
裁

又
は
調
停
に
付
託
す
る
こ
と
に
つ
い
て
無
条
件
の
同
意
を
与
え

る
。

⒝�

ⅰ
附
属
書
Ｉ
Ｄ
に
掲
げ
る
締
約
国
は
、
投
資
家
が
⑵
⒜
又
は

⒝
の
規
定
に
基
づ
い
て
紛
争
を
既
に
付
託
し
て
い
る
場
合
に

は
、
⒜
に
規
定
す
る
無
条
件
の
同
意
を
与
え
な
い
。

ⅱ�

附
属
書
Ｉ
Ｄ
に
掲
げ
る
締
約
国
は
、
透
明
性
を
確
保
す
る
た

め
、
第
三
九
条
に
規
定
す
る
批
准
書
、
受
諾
書
若
し
く
は
承

認
書
の
寄
託
又
は
第
四
一
条
に
規
定
す
る
加
入
書
の
寄
託
の

日
ま
で
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
自
国
の
政
策
、
慣
行
及
び
条

件
に
つ
い
て
の
文
書
を
事
務
局
に
提
出
す
る
。

⒞�

附
属
書
Ｉ
Ａ
に
掲
げ
る
締
約
国
は
、
第
一
〇
条
⑴
第
五
段
の

規
定
の
下
で
生
ず
る
紛
争
に
つ
い
て
、
⒜
に
規
定
す
る
無
条

件
の
同
意
を
与
え
な
い
。（
後
略
）

［
外
国
投
資
法
］

第
二
五
条
（
紛
争
解
決
）

　

外
国
投
資
を
伴
う
事
業
体
及
び
外
国
の
法
的
構
成
体
の
投
資

及
び
操
業
に
係
る
事
項
に
関
す
る
外
国
投
資
家
と
モ
ン
ゴ
ル
投

資
家
と
の
間
の
紛
争
及
び
外
国
投
資
家
と
モ
ン
ゴ
ル
の
法
人
又

は
自
然
人
と
の
間
の
紛
争
は
、
モ
ン
ゴ
ル
が
当
事
国
で
あ
る
国

際
条
約
に
定
め
が
な
い
限
り
モ
ン
ゴ
ル
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
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又
は
紛
争
当
事
者
間
の
契
約
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。

　

以
上
、
仲
裁
廷
が
下
し
た
判
断
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
設
立
基
本

協
定
第
一
二
条
の
仲
裁
条
項
は
広
義
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
国
内
法
お
よ
び
慣
習
国
際
法
の
違
反
に
対
す
る
申
立

て
を
含
む
す
べ
て
の
申
立
て
が
設
立
基
本
協
定
に
十
分
結
び
つ
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
91
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�Juris-
diction.�paras.69-71,�73.;�T

he�Claim
ants

’�Rejoinder�on�
Jurisdiction,�2�3�A

pril�2012,�para.42.

10　

エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
に
お
け
る
利
益
否
定
条
項

　
「
実
質
的
な
事
業
活
動
（substantial�business�activities

）
は

「
利
益
の
否
定
条
項
」
の
援
用
要
件
で
あ
り
、
先
述
の
投
資
家
の

「
当
事
者
適
格
」
と
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

カ
ー
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
社
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
に
基
づ
い
て

申
立
て
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
が
、
被
申
立
人
た
る
モ
ン
ゴ
ル
政
府

は
、
カ
ー
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
社
が
投
資
母
国
に
お
い
て
実
質
的
な
事
業

活
動
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
投
資
家
に
対
す
る
条
約

上
の
利
益
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
同
条
約
第
一
七
条
⑴
の
適
用

対
象
と
な
り
、
同
社
の
主
張
は
禁
止
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
第
一
七
条
⑴
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

　

第
一
七
条
（
特
定
の
状
況
に
お
け
る
こ
の
部
の
規
定
の
不
適
用
）

締
約
国
は
、
次
の
も
の
に
対
し
て
こ
の
部
（
第
三
部�

投
資
の

促
進
及
び
保
護
―
筆
者
注
）
の
規
定
に
基
づ
く
利
益
を
否
定
す

る
権
利
を
留
保
す
る
。

⑴�　

第
三
国
の
国
民
が
所
有
し
又
は
支
配
す
る
法
人
で
あ
っ
て
、

当
該
法
人
が
組
織
さ
れ
る
締
約
国
の
地
域
に
お
い
て
実
質
的

な
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
な
い
も
の

　

仲
裁
廷
は
、
こ
の
規
定
は
同
条
約
第
三
部
（
投
資
の
促
進
及
び
保

護
）
に
関
わ
る
も
の
で
、
第
五
部
（
紛
争
解
決
）
に
は
関
わ
る
も
の

で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
は
裁
判
管
轄
権
の
問
題
で
は
な
く
本
案
の
問

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

題0

で
あ
る
と
し
、
こ
の
点
に
は
留
意
し
つ
つ
、
本
件
の
分
析
に
着
手

す
る
こ
と
と
し
た）66
（

。

　

そ
の
う
え
で
仲
裁
廷
は
、
時
的
管
轄
（jurisdiction�ratione-

tem
poris

）
に
つ
い
て
、
ま
ず
次
の
二
点
を
議
論
し
た
。
第
一
に
第

一
七
条
⑴
が
利
益
の
自
動
否
定
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
第
二
に
、
利
益
否
定
権
を
仲
裁
の
開
始
後
に
行

使
し
う
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
。

　

仲
裁
廷
は
、
常
設
仲
裁
裁
判
所
付
託
の
「
ユ
ー
コ
ス
事
件
」）66
（

と
世
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界
銀
行
投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
）
に
付
託
の

「
プ
ラ
マ
事
件
」）66
（

に
お
け
る
管
轄
決
定
を
大
幅
に
取
り
入
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
へ
の
利
益
を
否
定
す
る
権
限
は
、

受
入
れ
国
に
よ
っ
て
実
効
的
に
か
つ
専
ら
将
来
の
効
果
を
見
越
し
て
、

投
資
が
行
わ
れ
る
前
に
か
つ
仲
裁
が
開
始
さ
れ
る
前
に
行
使

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た）66
（

。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
は
国
際
法
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
は
、
一
九

六
九
年
の
「
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
」
の
第
三
一
条
と
三

二
条
に
表
明
さ
れ
て
い
る
国
際
法
規
則
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る）6（
（

。
両

当
事
者
は
こ
れ
を
基
底
に
論
議
を
し
て
き
た
。

　

両
当
事
者
は
ま
た
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
第
一
七
条
の
解
釈
に

つ
い
て
先
行
的
に
検
討
し
て
き
た
仲
裁
決
定
に
も
広
範
に
言
及
し
て

き
た
。
仲
裁
廷
と
し
て
は
、
先
行
す
る
関
連
の
仲
裁
判
断
に
な
ら
う

よ
う
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
は
信
じ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
仲
裁
廷

と
し
て
は
そ
れ
ら
の
先
行
判
断
を
参
酌
す
る
義
務
が
あ
る
と
認
め
る

の
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
の
整
合
性
の
あ
る
解
釈
の
形
成
に
寄

与
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
形
成
で

外
国
投
資
家
が
同
条
約
の
下
で
利
益
を
享
受
で
き
る
投
資
保
護
の
予

知
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
み
て
い
る）66
（

。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
向
け
投
資
の
た
め

に
予
知
可
能
な
法
的
枠
組
み
を
創
出
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で

あ
る
。
同
条
約
は
、
投
資
家
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

　

第
一
条
⑺　
「
投
資
家
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

⒜�　

締
約
国
に
関
し
て
は
、
次
の
ⅰ
の
自
然
人
及
び
ⅱ
の
組
織

ⅰ�　

当
該
締
約
国
の
関
係
法
令
に
従
い
、
当
該
締
約
国
の
市

民
権
若
し
く
は
国
籍
を
有
し
又
は
当
該
締
約
国
に
永
住
し

て
い
る
自
然
人

ⅱ�　

当
該
締
約
国
に
お
い
て
関
係
法
令
に
従
っ
て
組
織
さ
れ

た
会
社
そ
の
他
の
組
織

⒝�　
「
第
三
国
」
に
関
し
て
は
、
自
然
人
又
は
会
社
そ
の
他
の

組
織
で
あ
っ
て
、
締
約
国
に
関
す
る
⒜
の
条
件
に
必
要
な
変

更
を
加
え
た
も
の
を
満
た
す
も
の

　

カ
ー
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
社
の
よ
う
に
、
同
条
約
第
一
条
⑺
に
い
う

「
投
資
家
」
の
範
囲
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
同
条
約
上
の
保
護
原
則

の
享
受
資
格
を
有
す
る
投
資
家
が
、
投
資
受
入
れ
国
に
投
資
を
行
っ

た
後
に
条
約
上
の
利
益
を
否
定
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
予
知

不
能
な
状
況
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
確
実
性
が
欠
如
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
投
資
家
は
特
定
の
国
に
投
資

を
行
う
か
否
か
の
評
価
を
す
る
能
力
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
条
約
の
目
標
と
目
的
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

仲
裁
廷
は
、
国
が
右
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
第
一
七
条
⑴
の
下
で

実
効
的
に
そ
の
権
利
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
お
よ
び
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そ
の
よ
う
な
権
利
行
使
は
、
投
資
家
に
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
投
資
家
が
特
定
の
国
に
投
資
を
行
う
か
ど
う

か
を
評
価
す
る
能
力
を
決
し
て
妨
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
を
判
示
し
た）66
（

。

（
92
）　
「
実
質
的
な
事
業
活
動
」
の
存
在
を
認
め
た
例
と
し
て
は
、「
Ａ

Ｍ
Ｔ
Ｏ
有
限
責
任
会
社
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
事
件
」
が
あ
る
。
Ａ
Ｍ
Ｔ

Ｏ
社
は
ラ
ト
ビ
ア
の
投
資
会
社
、
Ａ
Ｙ
Ｕ
Ｍ
―
10
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
原
子
力
発
電
プ
ラ
ン
ト
の
建
設
に
参
加
し
て
い
た
Ｅ
Ｙ
Ｕ
Ｍ
グ

ル
ー
プ
の
第
一
〇
建
設
部
門
を
法
的
に
継
承
し
た
会
社
）
の
持
分

の
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
取
得
し
て
い
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章

条
約
第
一
七
条
⑴
を
こ
の
事
件
に
適
用
す
る
た
め
に
は
、
Ａ
Ｍ
Ｔ

Ｏ
社
が
設
立
国
す
な
わ
ち
ラ
ト
ビ
ア
で
実
質
的
な
事
業
活
動
を

行
っ
て
い
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
。

　

申
立
人
は
、
Ａ
Ｍ
Ｔ
Ｏ
社
が
第
一
七
条
⑴
の
意
味
で
の
「
第
三

国
の
国
民
が
所
有
し
又
は
支
配
す
る
法
人
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ

同
条
約
の
署
名
国
の
法
人
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す

る
。
理
由
は
次
の
と
お
り
。
Ａ
Ｍ
Ｔ
Ｏ
社
は
ラ
ト
ビ
ア
で
設
立
さ

れ
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
登
記
さ
れ
たFive�K

ey�Invest�&
�

A
ssets�Lim

ited�H
olding�JSC

が
全
額
所
有
し
、
次
は
リ
ヒ
テ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
ベ
ー
ス
を
置
く
事
業
団
が
全
額
所
有
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
第
一
七
条
⑴
の
意
味
で
の
「
実
質
的
な
事
業
活
動
」
を

ラ
ト
ビ
ア
で
行
っ
て
い
る
。
第
一
七
条
⑴
で
「
実
質
的
な
事
業
活

動
」
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
同
条
約
上
の
保
護
か
ら
い
わ
ゆ
る

「
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
」
を
排
除
す
る
意
図
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

　

申
立
人
た
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
㈠
Ａ
Ｍ
Ｔ
Ｏ
社

は
ロ
シ
ア
国
民
が
支
配
し
て
お
り
、
第
四
五
条
の
下
で
条
約
の
暫

定
適
用
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ロ
シ
ア
は
第
一
七
条
の
目
的
上

第
三
国
に
な
る
こ
と
、
㈡
Ａ
Ｍ
Ｔ
Ｏ
社
は
ラ
ト
ビ
ア
で
何
ら
の
実

質
的
な
事
業
活
動
も
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
第
一
七

条
の
適
用
を
含
め
て
、
数
多
く
の
管
轄
権
問
題
に
異
議
を
唱
え
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
Ａ
Ｍ
Ｔ
Ｏ
社
は
、
自
社
が
ラ
ト
ビ
ア
で
登
記
済

み
の
会
社
で
あ
り
、
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
で
な
く
、

ラ
ト
ビ
ア
の
首
都
リ
ガ
（Rīga

）
に
フ
ル
タ
イ
ム
の
被
用
者
の
い

る
事
務
所
を
構
え
て
お
り
、
同
条
約
第
一
七
条
適
用
の
根
拠
は
何

ら
存
在
し
な
い
旨
主
張
す
る
た
め
に
、
次
の
資
料
四
点
を
提
出
す

る
。
す
な
わ
ち
、
㈠Blueger�&

�Plaude

法
律
事
務
所
に
よ
る
報

告
書
、
㈡
リ
ガ
の
内
国
歳
入
庁
の
納
税
証
、
㈢
事
務
所
の
家
主
か

ら
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
、
㈣
銀
行
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
。

　

仲
裁
廷
は
、
Ａ
Ｍ
Ｔ
Ｏ
社
が
ラ
ト
ビ
ア
で
事
務
所
を
借
り
て
い

る
こ
と
、
銀
行
口
座
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
、
ラ
ト
ビ
ア
の
税
を

納
付
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
事
業
活
動
の
「
本
質
を
示
し
て
お
り
、

単
な
る
形
を
示
す
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
Ａ
Ｍ
Ｔ
Ｏ
社
に
ロ
シ

ア
国
民
の
支
配
を
移
入
し
た
か
ど
う
か
の
検
証
は
不
要
で
あ
る
と



カーン・カナダ社対モンゴル政府事件（二・完）

51

判
断
し
た
。

　
Lim

ited�Liability�C
om

pany�A
M

T
O

�v.�U
kraine

（A
rbitration�Institute�of�the�Stockholm

�Cham
ber�of�

Com
m

erce.�A
rbitration�N

o.080/2005

）.�In�the�M
atter�of:�

A
n�arbitration�Pursuant�to�the�Energy�Charter�T

reaty�
and�the�R

ules�of�the�A
rbitration�Institute�of�the�

Stockholm
�Cham

ber�of�Com
m

erce.�pp.42-43;�A
ssociation�

for�International�A
rbitration,�ed.,�A

lternative D
ispute 

R
esolution in the E

nergy Sector.�A
ntw

erpen:�M
aklu�

Publishers,�2009.�p.51;�K
aj�H

obér�and�Joel�D
ahlquist�

Cullborg,�Investm
ent T

reaty A
rbitration: Problem

s and 
E

xercises.�Cheltenham
:�Edw

ard�Elgar�Publishing�Ltd.,�
2018.

（
93
）　

申
立
人
た
る
三
社
す
な
わ
ち
マ
ン
島
法
人
の
ユ
ー
コ
ス
・
ユ
ニ

ヴ
ァ
ー
サ
ル
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
（
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ス
ト
ッ
ク
・
カ
ン

パ
ニ
ー
。
Ｙ
Ｕ
Ｌ
）、
キ
プ
ロ
ス
法
人
の
ハ
レ
ー
・
エ
ン
タ
ー
プ
ラ

イ
ジ
ズ
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
（H

ulley

）
と
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
・
ペ
ト
ロ
リ
ア

ム
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
（
Ｖ
Ｐ
Ｌ
）
は
、
ロ
シ
ア
法
人
ユ
ー
コ
ス
・
オ

イ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（Y

ukos�O
il�Com

pany

）
の
株
主
（
社
員
）

で
あ
っ
た
。
三
社
は
、
Ｙ
Ｕ
Ｌ
が
破
産
に
至
る
ま
で
に
ロ
シ
ア
政

府
が
採
っ
た
経
営
者
の
刑
事
訴
追
や
多
額
の
追
徴
課
税
等
の
措
置

が
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
違
反
で
あ
る
と
し
、
補
償
を
求
め
て
、

二
〇
〇
五
年
二
月
、
常
設
仲
裁
裁
判
所
に
紛
争
を
付
託
し
た
。
仲

裁
廷
は
、
被
申
立
人
た
る
ロ
シ
ア
政
府
に
対
し
て
、
申
立
人
た
る

右
三
社
す
な
わ
ち
Ｙ
Ｕ
Ｌ
に
一
八
億
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
、H

ulley

に
三
九
九
億
ド
ル
、
Ｖ
Ｐ
Ｌ
に
八
二
億
ド
ル
、
計
五
〇
〇
億
ド
ル

を
支
払
う
よ
う
判
断
を
下
し
た
。

　

参
考
ま
で
に
、
こ
の
時
の
仲
裁
廷
の
長
は
、
本
稿
が
対
象
と
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
事
件
の
仲
裁
人
フ
ォ
ル
テ
ィ
エ
大
使

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で

あ
っ
た
（
本
稿
三
・
3
お
よ
び
注
68
参
照
）。

　

PCA
�Case�N

o.�A
A

�226.�In�the�M
atter�of�an�A

rbitration�
before�a�T

ribunal�C
onstituted�in�A

ccordance�w
ith�

A
rticle�2�6�of�the�Energy�Charter�T

reaty�and�the�1976�
U

N
C

IT
R

A
L

�A
rbitration�R

ules�betw
een�H

ulley�
E

nterprises�Lim
ited�

（C
yplus

）�and�T
he�R

ussian�
Federation.�Final�A

w
ard,�1�8�July�2014;�PCA

�Case�N
o.�

A
A

�227.�In�the�M
atter�of�an�A

rbitration�before�a�
T

ribunal�Constituted�in�A
ccordance�w

ith�A
rticle�2�6�of�

the�Energy�Charter�T
reaty�and�the�1976�U

N
CIT

RA
L�

A
rbitration�Rules�betw

een�Y
ukos�U

niversal�Lim
ited�

（Isle�of�M
an

）�and�T
he�Russian�Federation.�Interim

�
A

w
ard�on�Jurisdi ction�and�A

dm
issi bility,�3�0�N

ovem
ber�

2009;�Its�Final�A
w

ard,�1�8�July�2014;�PCA
�Case�N

o.�A
A

�
228.�In�the�M

atter�of�an�A
rbitr ation�before�a�T

ribun al�
Constituted�in�A

ccordance�w
ith�A

rticle�2�6�of�the�Energy�
Charter�T

reaty�and�the�1976�U
N

CIT
RA

L�A
rbitration�
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Rules�betw
een�V

eteran�Petroleum
�Lim

ited

（Cyplus

）�
and�T

he�Russian�Federation.�Final�A
w

ard,�1�8�July�2014.��

以
上
、
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://w

w
w

.italaw
.

com
Sites/default/files/cases-docum

ents/italaw
3278.pfg

〉、

〈https://italaw
.com

/sites/default/files/case-docum
ents/

ita0910.pdf
〉、〈https://w

w
w

.italaw
.com

/sites/default/
files/case-docum

ents/italaw
3279.pdf

〉、
お
よ
び
〈https;//

w
w

w
.italaw

.com
/sites/default/files/case-docum

ents/
italaw

3280.pdf

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

（
94
）　

こ
の
事
件
の
対
象
と
な
る
投
資
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
あ
る
石
油

精
製
所
を
所
有
す
る
地
元
のN

ova�Plam
a�A

D

（
ジ
ョ
イ
ン
ト
・

ス
ト
ッ
ク
・
カ
ン
パ
ニ
ー
）
の
持
分
の
取
得
で
あ
る
。
投
資
家
た

る
キ
プ
ロ
ス
法
人
プ
ラ
マ
・
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
・
リ
ミ
テ
ッ
ド

（
Ｐ
Ｃ
Ｌ
）
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
行
政
、
立
法
府
、
司
法
そ
の
他
公

的
機
関
が
、
投
資
家
の
製
油
所
の
操
業
に
及
ぼ
し
た
損
害
お
よ
び

適
切
な
是
正
措
置
の
適
用
に
当
た
っ
て
拒
否
な
い
し
不
合
理
な
遅

滞
か
ら
生
じ
さ
せ
た
損
害
に
つ
い
て
紛
争
処
理
を
申
し
立
て
た
も

の
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
政
府
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｌ
は
キ
プ
ロ
ス
で
実
質
的
事
業

活
動
を
行
わ
な
い
「
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
」
に
す
ぎ

ず
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
締
約
国
の
国
民
に
所
有
さ
れ
支
配
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
な
か
っ
た
と
反
論
し
た
。
仲
裁
廷
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
第
一
七
条
が
投
資
の
促
進
及
び
保
護
の
規

定
に
基
づ
く
利
益
を
否
定
す
る
権
利
を
留
保
す
る
と
規
定
す
る
以

上
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
か
否
か
は
投
資
受
入
れ
国
の
裁
量
で

あ
り
、
自
動
的
に
利
益
が
否
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
た

（
パ
ラ
一
四
九
、
二
四
〇
）。
仲
裁
廷
は
過
去
の
仲
裁
判
断
を
参
照

し
、
申
立
人
の
行
動
は
国
際
法
上
の
信
義
誠
実
原
則
等
に
違
反
す

る
と
し
、
申
立
人
の
投
資
財
産
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
の
保
護

を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
。

　

ICSID
�Case�N

o.A
RB/03/24�Plam

a�Consortium
�Lim

ited

（C
laim

ant

） and�R
epublic�of�B

ulgaria

（R
espondent

）�
D

ecision�on�Jurisdiction�of�8��February�2005.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ

を
参
照
。〈https://w

w
w

.italaw
.com

/sites/default/files/
case-docum

ents/ita0669.pdf

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
十
二

月
）

（
95
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�T

he�Respondents

’�
M

em
orial�on�Jurisdiction,�3��D

ecem
ber�2011,�paras. �

200-203,�209-210,�2120;�Plam
a�Consortium

�v.�Bulgaria,�
ICSID

�Case�N
o.A

RB/03/24,�D
ecision�on�Jurisdiction�of�8��

February�2005;�Y
ukos�U

niversal�Lim
ited�

（Isle�of�M
an

）

v.�the�Russian�Federation;�Interim
�A

w
ard�on�Jurisdiction�

and�A
dm

iss ibility,�3�0�N
ovem

ber�2009;�Bayar�Scharaw
,�

op.cit.,�p.130;�M
axi�Scherer,�ed.,�International A

rbitration 
in E

nergy Sector.�O
xford:�O

xford�U
niversity�Press,�2018.

p.192.

（
96
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
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Jurisdiction,�para.417.

「
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
」
の
該
当
条
項
は
、
次
の
と
お

り
。

第�
三
一
条
（
解
釈
に
関
す
る
一
般
的
な
規
則
）
1　

条
約
は
、
文

脈
に
よ
り
か
つ
そ
の
趣
旨
及
び
目
的
に
照
ら
し
て
与
え
ら
れ
る

用
語
の
通
常
の
意
味
に
従
い
、
誠
実
に
解
釈
す
る
も
の
と
す
る
。

2�　

条
約
の
解
釈
上
、
文
脈
と
い
う
と
き
は
、
条
約
文
（
前
文
及

び
附
属
書
を
含
む
。）
の
ほ
か
に
、
次
の
も
の
を
含
め
る
。

　
（
ａ�

）
条
約
の
締
結
に
関
連
し
て
す
べ
て
の
当
事
国
の
間
で
さ
れ

た
条
約
の
関
係
合
意

　
（
ｂ�

）
条
約
の
締
結
に
関
連
し
て
当
事
国
の
一
又
は
二
以
上
が
作

成
し
た
文
書
で
あ
つ
て
こ
れ
ら
の
当
事
国
以
外
の
当
事
国
が

条
約
の
関
係
文
書
と
し
て
認
め
た
も
の

3　

文
脈
と
と
も
に
、
次
の
も
の
を
考
慮
す
る
。

　
（
ａ�

）
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
つ
き
当
事
国
の
間
で
後
に
さ
れ

た
合
意

　
（
ｂ�

）
条
約
の
適
用
に
つ
き
後
に
生
じ
た
慣
行
で
あ
つ
て
、
条
約

の
解
釈
に
つ
い
て
の
当
事
国
の
合
意
を
確
立
す
る
も
の

　
（
ｃ�

）
当
事
国
の
間
の
関
係
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
法
の
関

連
規
則

4�　

用
語
は
、
当
事
国
が
こ
れ
に
特
別
の
意
味
を
与
え
る
こ
と
を

意
図
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
の
意
味

を
有
す
る
。

第�

三
二
条
（
解
釈
の
補
足
的
な
手
段
）
前
条
の
規
定
の
適
用
に
よ

り
得
ら
れ
た
意
味
を
確
認
す
る
た
め
又
は
次
の
場
合
に
お
け
る

意
味
を
決
定
す
る
た
め
、
解
釈
の
補
足
的
な
手
段
、
特
に
条
約

の
準
備
作
業
及
び
条
約
の
締
結
の
際
の
事
情
に
依
拠
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
（
ａ�

）
前
条
の
規
定
に
よ
る
解
釈
に
よ
つ
て
は
意
味
が
あ
い
ま
い

又
は
不
明
確
で
あ
る
場
合

　
（
ｂ�

）
前
条
の
規
定
に
よ
る
解
釈
に
よ
り
明
ら
か
に
常
識
に
反
し

た
又
は
不
合
理
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
場
合

（
97
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction,�para.417.

（
98
）　Ibid.,�para.426.

11　

不
法
収
用
の
申
立
て

　

仲
裁
廷
は
、
鉱
業
ラ
イ
セ
ン
ス
の
無
効
化
と
再
登
録
の
不
履
行�

が
外
国
投
資
法
の
下
で
の
「
不
法
収
用
」（unlaw

ful�ex-
propriation

）
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
の
分
析
に
大
部
分

の
労
力
と
時
間
を
割
い
た
。
そ
の
結
果
、
仲
裁
廷
は
、
モ
ン
ゴ
ル
法

の
解
釈
に
つ
い
て
被
申
立
人
た
る
モ
ン
ゴ
ル
政
府
と
意
見
を
異
に
す

る
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。

［
鉱
業
ラ
イ
セ
ン
ス
の
法
的
性
格
］

　

先
述
の
よ
う
に
、
外
国
投
資
法
第
三
条
一
項
は
、
外
国
投
資
を
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「
モ
ン
ゴ
ル
領
域
内
に
外
国
投
資
を
以
て
事
業
体
を
設
立
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
又
は
モ
ン
ゴ
ル
の
既
存
の
事
業
体
と
共
同
し
て
操
業
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
外
国
投
資
家
に
よ
っ
て
投
資
さ
れ
る
あ
ら
ゆ

る
種
類
の
有
体
財
産
及
び
無
体
財
産
」
と
し
て
い
る）66
（

。

　

民
法
典
第
八
三
条
は
、「
所
有
権
」
を
「
有
体
財
産
及
び
無
体
財

産
で
あ
る
知
的
価
値
並
び
に
法
令
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
又

は
一
般
に
認
め
ら
れ
た
道
徳
行
動
規
範
に
抵
触
し
な
い
手
段
に
よ
っ

て
取
得
し
た
権
利
（
後
略
）」
と
定
め）100
（

、
さ
ら
に
、
第
八
十
四
条
五

項
は
、「
無
体
財
産
」
を
「
所
有
者
に
利
益
を
も
た
ら
し
又
は
他
の

者
か
ら
の
要
求
も
認
め
ら
れ
る
権
利
及
び
請
求
権
（
後
略
）」
と
定

め
て
い
る）101
（

。

　

仲
裁
廷
は
、
こ
の
民
法
典
規
定
を
明
快
な
も
の
と
判
断
し
、
モ
ン

ゴ
ル
法
は
天
然
資
源
の
開
発
に
関
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
（
及
び
契
約
上

の
権
利
）
は
無
体
財
産
権
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
の
だ
が）100
（

、

被
申
立
人
た
る
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
、
鉱
業
ラ
イ
セ
ン
ス
は
対
象
と
は

な
ら
ず
、
所
有
権
で
は
な
い
と
の
主
張
を
支
持
し
た
。
す
な
わ
ち
、

ⅰ
民
法
典
を
行
政
服
従
の
関
係
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ⅱ
探

査
・
採
掘
ラ
イ
セ
ン
ス
を
自
由
に
譲
渡
し
た
り
担
保
に
入
れ
た
り
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る）100
（

。

　

さ
ら
に
、
被
申
立
人
た
る
モ
ン
ゴ
ル
政
府
側
の
専
門
家
証
人
バ
ヤ

ル
（Bayar�Budragchaa

）
氏
は
、「
ゴ
ビ
・
シ
ュ
ー
対
モ
ン
ゴ
ル

ル
ド
プ
ロ
ム
事
件
」（Gobi�Shoo�LLC v. M

ongolrudprom
.�2�0�

M
arch�2012

）
に
対
す
る
モ
ン
ゴ
ル
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
、「
鉱

業
ラ
イ
セ
ン
ス
（
中
略
）
は
一
構
成
体
に
よ
っ
て
入
手
（possess

）

さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
所
有
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ

て
か
か
る
鉱
業
ラ
イ
セ
ン
ス
を
他
の
構
成
体
の
所
有
に
移
譲
可
能
な

所
有
権
と
し
て
認
め
る
法
的
基
盤
は
存
在
し
な
い
」
と
判
示
し
て
い

る
の
で
、
鉱
業
権
は
モ
ン
ゴ
ル
法
の
も
と
で
の
所
有
物
で
は
な
い
と

主
張
し
た）104
（

。

　

最
終
的
に
、
仲
裁
廷
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
に
基
づ
く
天
然
資
源
採
掘

権
（
お
よ
び
契
約
上
の
権
利
）
は
無
体
財
産
で
あ
る
と
い
う
一
般
的

な
観
念
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
モ
ン
ゴ
ル
の
法
と
最
高
裁
判
決
に

対
す
る
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
解
釈
に
同
意
せ
ず
、
鉱
業
権
が
無
体
財
産

で
あ
る
と
の
一
般
観
念
か
ら
離
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
納

得
し
な
か
っ
た）100
（

。
し
た
が
っ
て
、
仲
裁
廷
は
、
採
掘
・
探
査
ラ
イ
セ

ン
ス
に
基
づ
き
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
設
立
基
本
協
定
か
ら
生
じ
る
権
利
は
モ
ン

ゴ
ル
法
の
下
で
の
無
体
財
産
権
を
構
成
す
る
も
の
と
確
信
し
、
こ
れ

ら
の
権
利
は
外
国
投
資
法
の
下
で
保
護
さ
れ
る
投
資
で
あ
る
と
判
断

し
た）100
（

。
（
99
）　

本
項
5
参
照
。
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（
100
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits.�para.301.

（
101
）　Ibid.�para.301.

（
100
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�Second�Bayar�

Report,�para.44,�quoting�M
ongolian�Suprem

e�Court,�G
obi 

Shoo �LLC�v.�M
ongolrudprom

�

（2�0�M
arch�2012

）.�A
w

ard�
on�the�M

erits.�para.303.

（
100
）　Ibid.

（
104
）　Ibid.

（
100
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits.�para.307;�M

axi�Scherer,�ed.,�op.cit.,�p.198.

（
100
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits.�para.308.

12　

収
用
申
立
て
の
実
質
手
続
的
側
面

　

外
国
投
資
法
第
八
条
の
二
項
と
三
項
は
、
共
に
「
収
用
さ
れ
る
」

外
国
財
産
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
2　

モ
ン
ゴ
ル

の
領
域
に
あ
る
外
国
投
資
は
、
不
法
に
収
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

3　

外
国
投
資
家
の
投
資
は
、
公
共
目
的
の
た
め
若
し
く
は
公
益
の

た
め
に
の
み
及
び
無
差
別
ベ
ー
ス
に
基
づ
き
及
び
十
分
な
補
償
の
支

払
に
基
づ
き
法
の
正
当
な
手
続
に
従
う
場
合
に
の
み
収
用
さ
れ
る
も

の
と
す
る
。」
こ
の
二
つ
は
、
収
用
の
概
念
に
関
す
る
モ
ン
ゴ
ル
語

の
専
門
語
と
し
て
は
異
な
っ
た
意
味
を
持
た
せ
て
使
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
二
項
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
ク
ラ
ア
ク
（khuraakh

）
と

い
う
言
葉
を
使
い
、
三
項
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
ダ
イ
チ
ラ
ア
ク

（daichlakh

）
を
意
味
す
る）100
（

。

　

前
者
の
ク
ラ
ア
ク
は
、
被
申
立
人
側
の
専
門
家
証
人
で
あ
る
前
出

の
バ
ヤ
ル
氏
に
よ
れ
ば
、「
自
然
人
又
は
構
成
体
に
よ
る
違
法
行
為

に
対
す
る
処
罰
0

0

と
し
て
法
務
当
局
が
資
産
を
取
得
す
る
こ
と
」
で
あ

る
）
100
（

。
す
な
わ
ち
、
法
律
違
反
又
は
第
三
者
の
権
益
を
危
殆
に
瀕
せ
し

め
る
よ
う
な
方
法
で
財
産
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
所
有
者
か
ら
財

産
を
没
収
す
る
と
き
に
使
わ
れ
る
。
申
立
人
側
の
専
門
家
証
人
ツ
ォ

グ
ト
・
ナ
ツ
ァ
グ
ド
ル
ジ
（T

sogt�N
atsagdorj

）
氏
に
よ
れ
ば
、

こ
の
場
合
に
は
補
償
の
支
払
な
し
に
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る）100
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
ダ
イ
チ
ラ
ア
ク
は
、
重
要
な
公
共
の
ニ
ー

ズ
を
充
足
さ
せ
る
た
め
に
行
動
を
必
要
と
す
る
環
境
の
下
で
国
が
財

産
を
徴
収
し
又
は
そ
の
他
財
産
権
を
無
効
に
す
る
」
こ
と
で
あ
り）110
（

、

そ
の
場
合
に
は
補
償
の
支
払
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）111
（

。

　

ツ
ォ
グ
ト
氏
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ア
ク
、
ダ
イ
チ
ラ
ア
ク
の
い
ず
れ

に
も
合
法
の
場
合
と
違
法
の
場
合
が
あ
る）110
（

。

　

本
件
の
事
実
関
係
の
検
討
に
当
た
り
、
仲
裁
廷
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス

の
無
効
化
と
再
登
録
の
停
止
は
、
前
者
す
な
わ
ち
ク
ラ
ア
ク
と
し
て

分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
立
場
を
と
り）110
（

、
申
立
人
側
の
専
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門
家
証
人
の
証
言
に
依
拠
し
て
、
ク
ラ
ア
ク
が
合
法
で
あ
る
た
め
に

は
、
そ
れ
に
㈠
法
的
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
㈡
法
の
正

当
な
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
そ

こ
で
ま
ず
仲
裁
廷
は
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
ラ
イ
セ
ン
ス
無
効
化
の
法

的
根
拠
を
有
し
て
い
た
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
た
。

ラ
イ
セ
ン
ス
の
無
効
化
が
ク
ラ
ア
ク
で
あ
る
と
確
定
し
た
の
で
あ
れ

ば
、
仲
裁
廷
と
し
て
は
ク
ラ
ア
ク
が
合
法
か
違
法
か
の
検
討
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
仲
裁
廷
は
、
外
国
投
資
法
第
八
条
二
項
は

不
法
な
ク
ラ
ア
ク
す
な
わ
ち
「
所
有
権
が
当
局
の
色
で
無
効
と
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
法
の
正
当
な
認
定
又
は
手
続
に
従
っ
て
い
な
か
っ

た
状
態
」）114
（

を
禁
じ
た
も
の
と
み
て
い
る
。
ク
ラ
ア
ク
が
合
法
で
あ
る

た
め
に
は
、「
そ
の
所
有
者
が
権
利
を
喪
失
し
た
と
判
断
す
る
際
の

基
準
を
規
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
法
の
執
行
中
に
正

し
い
法
手
続
が
踏
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
要
件

の
い
ず
れ
が
履
行
さ
れ
な
く
て
も
、
没
収
は
不
法
と
み
な
さ
れ
る
。」）110
（

つ
ま
り
、
合
法
要
件
に
は
、
実
体
的
要
素
（
処
罰
行
為
は
妥
当
な
法

的
根
拠
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
）
と
手
続
的
要
素
（
処
罰

行
為
は
法
の
正
当
な
手
続
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
）
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
仲
裁
廷
の
判
断
で
あ
る
。

　

ま
ず
実
体
要
件
を
み
る
と
、
被
申
立
人
は
、
申
立
人
が
モ
ン
ゴ
ル

法
に
違
反
し
た
と
し
て
探
査
・
採
掘
ラ
イ
セ
ン
ス
を
無
効
と
し
再
登

録
を
拒
否
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
仲
裁
廷
の
見
解
で
は
、
被
申
立

人
は
ラ
イ
セ
ン
ス
の
無
効
・
再
登
録
拒
否
の
決
定
を
正
当
化
で
き
る

よ
う
な
モ
ン
ゴ
ル
法
違
反
を
何
ら
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。

比
較
衡
量
分
析
の
後
、
仲
裁
廷
は
、
た
と
え
違
法
行
為
が
存
在
し
た

と
し
て
も
、
ラ
イ
セ
ン
ス
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
妥
当
な
処
罰
と
は

い
え
な
い
と
の
結
論
を
判
示
し
た）110
（

。
し
た
が
っ
て
、
仲
裁
廷
は
、
モ

ン
ゴ
ル
が
鉱
業
ラ
イ
セ
ン
ス
を
無
効
化
し
再
登
録
を
認
め
な
い
と
す

る
決
定
を
正
当
化
す
る
何
ら
か
の
モ
ン
ゴ
ル
法
違
反
を
指
摘
す
る
こ

と
を
果
た
せ
な
か
っ
た
と
判
示
し
た）110
（

。

　

さ
ら
に
、
申
立
人
が
提
示
し
た
証
拠
に
よ
れ
ば
、
申
し
立
て
ら
れ

た
違
反
は
、
モ
ン
ゴ
ル
が
ド
ル
ノ
ド
鉱
床
を
開
発
し
て
ロ
シ
ア
の

パ
ー
ト
ナ
ー
と
よ
り
大
き
な
利
益
を
得
る
と
い
う
モ
ン
ゴ
ル
の
真
の

動
機
に
と
っ
て
単
な
る
口
実
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

　

次
に
手
続
要
件
に
目
を
向
け
る
と
、
仲
裁
廷
は
、
申
立
人
が
法
の

正
当
な
手
続
を
拒
否
さ
れ
て
い
た
と
判
示
し
た
。
特
に
、「
申
立
人

が
申
請
要
件
を
満
た
さ
な
か
っ
た
と
い
う
法
的
に
重
要
な
根
拠
は
全

く
存
在
し
な
い
」
の
で
、
モ
ン
ゴ
ル
が
鉱
業
ラ
イ
セ
ン
ス
を
再
登
録

す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
判
示
し
た）110
（

。
仲
裁
廷
は
さ
ら
に
、
鉱
業

ラ
イ
セ
ン
ス
が
Ｎ
Ｅ
Ｌ
の
下
で
再
登
録
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
同
法

が
定
め
る
失
効
手
続
は
こ
れ
ら
の
鉱
業
ラ
イ
セ
ン
ス
に
は
適
用
さ
れ

ず
、
ま
た
同
法
の
下
で
再
登
録
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
ラ
イ
セ
ン
ス
を
無
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効
と
す
る
権
限
は
同
法
に
は
な
い
と
判
示
し
た）110
（

。

（
100
）　Bayar�Scharaw

,�op.cit.,�p.132.

（
100
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�First�Bayar�

Report,�para.33.

（
100
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�Second�T

sogt�
Report�

（Expert�Report�on�M
ongolian�Law

�by�T
sogt�

N
atsagdorj

）,�para.68.

（
110
）　Second�T

sogt�Report,�para.71.

（
111
）　F

oreign�Investm
ent�Law

,�art.8.3;�Second�T
sogt�

Report,�para.71.

（
110
）　Second�T

sogt�Report,�para.67,�71.

（
110
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�paras.�313-317;�Bayar�Scharaw

,�op.cit.,�p.132.

（
114
）　

申
立
人
側
の
専
門
家
証
人
ツ
ォ
グ
ド
（T

sogt

）
氏
の
証
言
。

A
w

ard�on�the�M
erits,�para.318.

（
110
）　Second�T

sogt�Report,�para.69.

（
110
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.319.

（
110
）　Ibid.,�para.340.

（
110
）　Ibid.,�paras.350,�358.

（
110
）　Ibid.,�paras.352-65.

13　

エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
に
お
け
る
ア
ン
ブ
レ
ラ
条
項

　

仲
裁
廷
は
、「
被
申
立
人
た
る
モ
ン
ゴ
ル
政
府
が
、
外
国
投
資
法

第
八
条
二
項
の
下
で
の
申
立
人
に
対
し
て
義
務
違
反
を
犯
し
た
」）100
（

と

結
論
し
、
同
項
違
反
が
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約

第
一
〇
条
⑴
す
な
わ
ち
ア
ン
ブ
レ
ラ
条
項
（
契
約
遵
守
義
務
条
項
。

本
稿
三
・
6
）
の
運
用
を
通
じ
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
の
下
で
カ
ー

ン
・
オ
ラ
ン
ダ
社
に
対
し
て
責
を
負
う
こ
と
も
意
味
す
る
と
判
示
し

た
）
101
（

。
こ
こ
で
は
、「
外
国
投
資
法
に
基
づ
く
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
義
務

違
反
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
第
Ⅲ
部
の
規
定
違
反
を
構
成
す

る
」
と
主
張
し
て
い
た
管
轄
決
定
を
引
用
し
て
い
る）100
（

。

（
100
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.366.

（
101
）　Ibid.�A

w
ard�on�the�M

erits,�para.366.

（
100
）　Ibid.�D

ecision�on�Jurisdiction,�para.438.

14　

損
害
額

　

以
上
を
前
提
に
、
仲
裁
廷
は
、
被
申
立
人
が
外
国
投
資
法
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
憲
章
条
約
の
違
反
行
為
で
申
立
人
に
与
え
た
損
害
の
額
に
つ

い
て
決
定
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

　

比
較
衡
量
分
析
の
出
発
点
は
、
損
害
額
査
定
の
際
に
適
用
さ
れ
る
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原
則
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
件
の
場
合
、
被
申
立
人
の
責
務

は
モ
ン
ゴ
ル
法
令
た
る
外
国
投
資
法
と
国
際
条
約
た
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

憲
章
条
約
の
下
で
確
立
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
関
連
の
損

害
原
則
は
こ
の
二
つ
の
文
書
、
モ
ン
ゴ
ル
法
と
慣
習
国
際
法
か
ら
排

除
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

申
立
人
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
も
モ
ン
ゴ
ル
法
も
違
法
収
用

に
対
す
る
補
償
の
特
定
基
準
を
設
け
て
い
な
い
の
で
、
ホ
ジ
ュ
ブ

（
ホ
ル
ジ
ョ
ウ
）
工
場
事
件）100
（

で
確
定
し
た
慣
習
国
際
法
が
当
て
は
ま

る
と
主
張
す
る）104
（

。

　

ホ
ジ
ュ
ブ
工
場
事
件
判
決
で
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
国
際
法
の
下

で
の
補
償
の
目
的
が
「
違
法
行
為
の
結
果
を
す
べ
て
払
拭
し
、
そ
の

よ
う
な
行
為
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
ら
十
中
八
九
存
在
し
た
で
あ
ろ
う

状
況
を
再
確
立
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

申
立
人
は
、
代
わ
り
に
、
こ
の
標
準
を
「
違
法
行
為
が
な
け
れ
ば

十
中
八
九
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
仮
定
の
将
来
・
状
況
を
提
示
す
る
も

の
」
だ
と
し）100
（

、
本
件
で
は
補
償
額
は
「
適
正
市
場
価
額
」（fair�

m
arket�value

）
で
算
定
す
る
と
主
張
し
て
い
る）100
（

。

　

こ
こ
で
い
う
「
適
正
市
場
価
額
」
は
、
世
界
銀
行
の
『
外
国
投
資

の
待
遇
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』（Guidelines�on�the�

T
reatm

ent�of�Foreign�D
irect�Investm

ent

）
に
よ
れ
ば
、「
自

発
的
な
買
主
が
、
投
資
が
存
在
し
て
い
た
期
間
、
投
資
総
額
の
中
で

有
体
財
産
が
占
め
る
割
合
お
よ
び
各
事
案
の
特
定
環
境
に
関
係
の
あ

る
そ
の
他
関
連
要
因
を
含
み
、
投
資
の
内
容
、
将
来
の
操
業
環
境
お

よ
び
そ
の
特
質
を
参
酌
し
て
、
自
発
的
な
売
主
に
通
常
支
払
う
で
あ

ろ
う
額
」
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る）100
（

。
こ
の
定
義
は
、
被

申
立
人
も
抗
弁
書
で
言
及
し
て
い
る）100
（

。

　

両
当
事
者
は
、
二
〇
〇
九
年
の
収
用
直
前
の
査
定
日
の
適
正
市
場

価
額
に
よ
っ
て
投
資
の
補
償
額
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
認
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
投
資
の
適
正
市
場
価
額
の
査
定
に
適

用
さ
れ
る
べ
き
最
も
妥
当
な
方
法
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
合
意
が

で
き
な
か
っ
た
た
め
、
会
計
の
専
門
家
に
証
言
を
求
め
る
こ
と
と

な
っ
た
。
仲
裁
人
に
は
、
次
の
三
つ
の
方
式
が
提
示
さ
れ
、
こ
れ
に

基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
適
正
市
場
価
額
が
査
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

　

方
法
1�

「
現
在
価
値
モ
デ
ル
」（D

iscounted�Cash�Flow
.�

Ｄ

Ｃ
Ｆ
）（
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
が
提
示
）。

資
産
の
価
値
が
す
べ
て
の
将
来
の
金
銭
的
利
益
の
現
在
価

値
と
等
し
い
と
仮
定
し
て
査
定
。
こ
の
方
法
で
の
適
正
市

場
価
額
は
二
億
六
四
八
〇
万
ド
ル
。

　

方
法
2�

「
市
場
比
較
メ
ソ
ッ
ド
」（M

arket�Com
parables

）

（
同
じ
く
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
が
提
示
）。

同
等
の
企
業
の
株
式
の
時
価
総
額
に
基
づ
い
て
評
価
を
見

積
も
る
。
こ
の
方
法
で
の
適
正
市
場
価
額
は
二
億
四
五
〇
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〇
万
ド
ル
。

　

方
法
3�

「
時
価
総
額
ア
プ
ロ
ー
チ
」（M

arket�Capitalization�
approach

）（
モ
ン
ゴ
ル
政
府
が
提
示
）。
査
定
日
に
お

け
る
企
業
の
株
価
に
発
行
済
株
式
数
を
掛
け
た
も
の
。
こ

の
方
法
で
の
適
正
市
場
価
額
は
一
三
四
〇
万
ド
ル
か
ら
一

六
六
〇
万
ド
ル
。

　

仲
裁
廷
と
し
て
は
、
右
の
三
つ
の
い
ず
れ
も
本
件
に
と
っ
て
満
足

の
い
く
も
の
で
は
な
い
と
の
結
論
に
達
し
、
い
ず
れ
の
方
式
も
考
慮

外
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
、
方
式
1
は
、
埋
蔵

量
が
明
確
に
な
っ
て
い
れ
ば
妥
当
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
件

の
場
合
に
は
余
分
な
要
因
と
不
確
実
性
が
多
す
ぎ
た
こ
と
。
方
式
2

は
、
真
に
同
類
の
企
業
と
の
取
引
を
検
出
す
る
こ
と
が
難
し
く
魅
力

が
な
か
っ
た
こ
と
。
方
式
3
は
、
二
〇
〇
九
年
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
価
額
査
定
よ
り
低
く
査
定
し
た
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。

（
100
）　Series�A

.-�N
o.9. July�26,�1927.�Case�Concerning�the�

Factory�at�Chorzów

（Germ
any�v.�Poland

）（Claim
�for�

Indem
nity

）（Jurisdiction

）
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://

w
w

w
.icj-cij.org/files/perm

anent-court-of-international-
justice/serie_A

/A
_09/28_U

sine_de_C
horzow

_

Com
petence_A

rret.pdf

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）。

参
考
ま
で
に
、��

ホ
ジ
ュ
ブ
（
ホ
ル
ジ
ョ
ウ
）
工
場
事
件
と
は
逆
に
、

投
資
家
が
付
託
し
た
仲
裁
裁
判
で
は
投
資
家
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府

が
専
横
的
な
課
税
と
営
業
免
許
料
の
増
額
と
い
っ
た
「
し
の
び
よ

る
収
用
」
の
原
因
に
よ
っ
て
事
業
の
採
算
が
取
れ
な
く
な
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
仲
裁
廷
は
申
立
人
の
損
害
を
却
下
し
た
。

　

K
ügele�v.�Polish�State.�U

pper�Silesia�A
rbitral�T

ribunal,�
1932.�A

nnual D
igest and R

eport of International L
aw

 
C

ases,�6�9�

（N
o.34

）or�A
nnual D

igest of P
ublic 

International Law
 Cases,�ed.�by�H

ersch�Lauterpacht,�in�
Catherine�A

.�Rogers�and�Roger�P.�A
lford,�jt.eds.,�T

he 
Future of Investm

ent A
rbitration. O

xford;�N
ew

�Y
ork:�

O
xford�U

niversity�Press,�2009.�pp.235-236.�

前
出
、
櫻
井

『
国
際
経
済
法�

新
版
』
三
三
七
～
三
八
ペ
ー
ジ
。

（
104
）　

注
9
の
う
ち
、PC

A
�C

ase�N
o.2011-09.�C

laim
ants

’�
M

em
orial�on�the�M

erits�and�Q
uantum

�dated�7��D
ecem

ber�
2012,�paras.412-414,�424;�A

w
ard�on�the�M

erits.�para.369.

（
100
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.　

Claim
ants

’�Pre-
H

earing�Brief,�para.91�（em
phasis�by�the�Claim

ants

）.
（
100
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits.�para.370;�Claim

ants

’�Pre-H
earing�Brief,�para.91;�

A
w

ard�on�the�M
erits.�para.�370.

（
100
）　W

orld�Bank�Guidelines�on�the�T
reatm

ent�of�Foreign�
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D
irect�Investm

ent.�IV
.�Expropriation�and�U

nilateral�
A

lterations�or�T
erm

ination�of�Contracts.�para.5�in�Legal 
Fram

ew
ork for the T

reatm
ent of Foreign Investm

ent.�
V

ol.2.�W
ashington,�D

.C.:�IBRD
,�1992;�

次
の
文
献
も
参
照
。
櫻

井
雅
夫
監
訳
『
外
国
投
資
の
待
遇
の
た
め
の
法
的
枠
組
み
』
東
京
、

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
九
五
年
。

（
100
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�Respondents

’�
Statem

ent�of�D
efence�on�the�M

erits�and�Q
uantum

�dated�
5��A

pril�2013,�para.446.

15　

最
終
判
断

　

合
理
的
な
損
害
額
を
確
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

仲
裁
廷
は
、
次
の
よ
う
な
原
則
と
結
論
で
答
を
導
き
出
す
こ
と
と
な

る
）
100
（

。
（
一
）
損
害
額
を
証
明
す
る
義
務
は
申
立
人
の
側
に
あ
る
。
将
来
の

損
害
額
の
算
定
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
不
確
実
性
な
い
し

推
量
が
伴
う
が
、
全
く
の
投
機
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い）100
（

。

（
二
）
国
際
司
法
裁
判
所
の
グ
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
（Christopher�

Greenw
ood

）
裁
判
官
が
「
ア
マ
ド
ゥ
（
ア
ハ
マ
ド
）・
サ
デ
ィ

オ
・
デ
ィ
ア
ロ
事
件
」
の
判
決
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
求
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
確
た
る
根
拠
の
な
い
数
字
を
選
択
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
仲
裁
判
断
を
読
む
者
に
、
仲
裁
裁
判
所
を
補
償
額

確
定
に
導
い
た
要
因
を
少
な
く
と
も
識
別
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
諸

原
則
を
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
原
則
は
、

首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
す
れ
ば
、
裁
定

さ
れ
た
補
償
額
は
本
件
の
諸
事
実
に
関
連
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
他

の
事
件
と
の
比
較
で
も
正
当
な
（just

）
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。」）101
（

（
三
）
両
当
事
者
は
査
定
日
を
二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
と
し
、
適
正

市
場
価
額
ア
プ
ロ
ー
チ
を
妥
当
と
す
る
こ
と
で
合
意
し
て
い
る
。

（
四
）
原
価
法
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
、
市
場
比
較
法
は
、
上
記
の
理
由
か
ら

み
て
妥
当
で
は
な
い
。

（
五
）
こ
れ
ら
の
方
法
を
考
慮
外
と
す
れ
ば
、
仲
裁
廷
が
適
正
市
場

価
額
を
見
積
も
る
際
の
ベ
ー
ス
と
し
て
唯
一
残
さ
れ
た
材
料
は
、

二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
間
に
合
弁
の
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
持
分

又
は
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
の
株
式
に
対
し
て
出
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま

な
買
収
オ
フ
ァ
ー
で
あ
る
（
こ
の
な
か
に
は
、
ロ
シ
ア
の
Ａ
Ｒ
Ｍ

Ｚ
社
に
よ
る
敵
対
的
買
収
（
本
稿
二
・
6
）
と
中
国
の
Ｃ
Ｎ
Ｎ
Ｃ

に
よ
る
オ
フ
ァ
ー
（
本
稿
二
・
7
）
が
含
ま
れ
て
い
る
）。

（
六
）
こ
の
材
料
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
仲
裁
廷
は
リ
ピ
ン
ス

キ
ー
（Sergey�Ripinsky

）＝
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（K

evin�
W

illiam
s

）
の
『
国
際
投
資
法
に
お
け
る
損
害
』（D

am
ages in 

International Investm
ent Law

）
に
あ
る
次
の
コ
メ
ン
ト
を
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想
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
査
定
は
、
評
価
さ
れ
た
資
産
自
体
と

の
過
去
の
取
引
を
ベ
ー
ス
に
履
行
さ
れ
う
る
。
か
か
る
取
引
は
、

実
際
に
行
わ
れ
た
か
両
当
事
者
が
間
隔
を
置
い
て
単
に
計
画
し
た

だ
け
だ
っ
た
か
を
問
わ
ず
、
当
該
資
産
の
「
適
正
市
場
価
額
」
を

確
定
す
る
際
の
強
力
な
証
拠
と
な
る
。
た
だ
し
、
価
額
に
影
響
を

与
え
る
要
因
は
、
取
引
日
と
査
定
日
の
間
に
は
干
渉
し
な
い
。」）100
（

　

カ
ー
ン
側
は
損
害
賠
償
請
求
額
を
三
億
五
八
〇
〇
万
ド
ル
と
し
て

き
た
が
、
仲
裁
廷
は
そ
れ
を
採
用
せ
ず
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
購
入
の
た
め
に
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の

間
に
受
け
た
株
式
・
持
分
の
買
付
け
オ
フ
ァ
ー
で
の
価
格
を
分
析
し

て
投
資
額
を
査
定
し
、
最
終
の
適
正
価
額
を
八
〇
〇
〇
万
ド
ル
と
結

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

論0

づ
け
た
。
仲
裁
廷
は
、
二
〇
〇
九
年
七
月
後
に
と
っ
た
ロ
シ
ア
側

の
行
動
（
本
稿
二
・
3
参
照
）
か
ら
の
影
響
を
除
去
す
る
た
め
、
す

べ
て
の
調
整
要
因
を
中
国
Ｃ
Ｎ
Ｎ
Ｃ
か
ら
の
オ
フ
ァ
ー
に
適
用
し
た
。

こ
の
八
〇
〇
〇
万
ド
ル
と
い
う
数
字
は
、
ド
ル
ノ
ド
で
確
認
さ
れ
て

い
る
埋
蔵
物
か
ら
利
益
を
得
る
た
め
の
新
規
投
資
で
直
面
す
る
大
き

な
課
題
と
不
確
実
性
を
考
慮
し
、
か
つ
申
立
人
が
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
投
資
し
て
き
た
額
と
今
後
必
要
と
な
る
大
き
な
投
資
も
考
慮
に

入
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
仲
裁
廷
と
し
て
は
、
申
立
人
が
蒙
っ
た
損

害
に
対
す
る
補
償
と
し
て
は
、
こ
の
数
字
が
適
正
か
つ
合
理
的
な
補

償
額
で
あ
る
と
判
断
。
こ
れ
を
以
て
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
に
よ
る
違
法

行
為
の
実
行
直
前
の
適
正
価
額
を
査
定
す
る
に
当
た
っ
て
最
善
か
つ

誠
実
に
果
た
し
た
努
力
を
反
映
し
た
も
の
と
判
断
し
た
。

　

補
償
額
の
査
定
日
す
な
わ
ち
二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
か
ら
支
払
日

ま
で
の
間
に
つ
い
て
加
算
さ
れ
る
べ
き
利
子
の
レ
ー
ト
の
決
定
に
つ

い
て
は
、
両
当
事
者
の
主
張
に
か
な
り
の
差
が
あ
っ
た）100
（

。

　

仲
裁
廷
と
し
て
は
、
申
立
人
が
求
め
る
利
率
は
余
り
に
高
く
、
モ

ン
ゴ
ル
で
の
借
入
利
率
は
「
商
業
上
合
理
的
な
利
率
」
に
等
し
い
も

の
で
は
な
い
と
い
う
被
申
立
人
の
主
張
に
同
意
す
る
。
仲
裁
廷
は
、

Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
＋プ
ラ
ス

小
割
合
と
い
っ
た
も
の
が
当
該
期
間
に
亙
る
「
商

業
上
合
理
的
な
利
率
」
を
反
映
し
た
も
の
と
認
め
て
い
る）104
（

。
こ
の
見

解
は
、
投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
）
で
組
成
さ

れ
る
仲
裁
廷
の
間
で
の
最
近
の
慣
行）100
（

や
代
表
的
な
学
者
の
見
解
と
一

致
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
単
純
ベ
ー
ス
で
裁
定
す
る
こ

と
よ
り
も
む
し
ろ
利
率
を
合
成
す
る
最
近
の
慣
行
と
も
一
致
す
る）100
（

。

　

右
諸
点
を
考
慮
し
て
、
仲
裁
廷
と
し
て
は
、「
商
業
上
合
理
的
な

利
率
」
を
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
＋プ
ラ
ス

二
パ
ー
セ
ン
ト
と
結
論
す
る
に
至
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
仲
裁
廷
は
、
二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
か
ら
こ
の
仲
裁

判
断
に
基
づ
く
支
払
日
ま
で
、
利
子
は
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
＋プ
ラ
ス

二
パ
ー
セ

ン
ト
の
一
年
複
利
で
算
定
す
る
こ
と
と
し
た）100
（

。

　

結
局
、
二
〇
一
五
年
三
月
に
仲
裁
廷
が
下
し
た
最
終
判
断
は
、
補0

償
額
・
金
利
・
費
用
を
合
わ
せ
て
被
申
立
人
の
支
払
い
が
約
一
億
ド

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ル
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

（
100
）�

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits.�para.410.

（
100
）Ahm

adou�Sadio�D
iallo�

（R
epublic�of�G

uinea�v.�
D

em
ocratic�R

epublic�of�the�C
ongo

）,�C
om

pensation,�
Judgm

ent,19�June�2012,�ICJ�Reports�2012,�p.324,�paras.40,�
49.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://w

w
w

.icj-cij.org/files/
case-related/103/103-20120619-JU

D
-01-00-EN

.pdf

〉（
ア
ク

セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）;�Lusitania�Cases,�O

pinion,�1��
N

ovem
ber�1923,�R

eports of International A
rbitral 

A
w

ards,�V
ol.7,�p.32�at�p.40.�N

ew
�Y

ork:�U
nited�N

ations,�
2006.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://legal.un.org/riaa/cases/

vol_V
II/32-44.pdf

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

（
101
）　A

hm
adou�Sadio�D

iallo�

（R
epublic�of�G

uinea�v. 
D

em
ocratic�Republic�of�the�Congo

）,�D
eclaration�of�Judge�

Greenw
ood�appended�to�Com

pensation�Judgm
ent,�1�9�

June�2012,�para.7.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://w

w
w

.icj-
cij.org/en/case/103

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

（
100
）　Sergey�Ripinsky�and�K

evin�W
illiam

s,�D
am

ages in 
International Investm

ent Law
.�London:�British�Institute�

of�International�and�Com
parative�Law

�,2008

）,�p.216;�

注
9

の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�M

erits.�
para.410.

（
100
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits.�para.425.

（
104
）　Ibid.�

Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
場
で
貸
し
手
が
提
示
す

る
銀
行
間
平
均
金
利
の
こ
と
。
二
〇
二
一
年
に
は
廃
止
さ
れ
る
可

能
性
も
あ
る
。

（
100
）　

最
近
の
仲
裁
判
断
例
を
み
る
と
、
固
定
レ
ー
ト
の
場
合
と
Ｌ
Ｉ

Ｂ
Ｏ
Ｒ
＋
マ
ー
ジ
ン
レ
ー
ト
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。

　

具
体
的
な
数
字
の
例
は
、
次
の
と
お
り
。

・�El�Paso�International�Com
pany�v.�A

rgentine�Republic 

（ICSID
�Case�N

o.A
RB/03/15

）�（3�1�O
ctober�2011

）�at�
para.745�（

Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
＋
二
パ
ー
セ
ン
ト
）

・�Im
pregilo�S.p.A

�v.�A
rgentine�Republic�

（ICSID
�Case�

N
o.�A

RB/07/17

）�（2�1�June�2011

）�at�para.383�

（
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ

Ｒ
＋
六
パ
ー
セ
ン
ト
）

・�Joseph�C
harles�Lem

ire�v.�U
kraine�

（IC
SID

�C
ase�

N
o.A

RB/06/18

）�（2�8�M
arch�2011

）�at�para.356�

（
Ｌ
Ｉ
Ｂ

Ｏ
Ｒ
＋
二
パ
ー
セ
ン
ト
）

・�A
lpha�Projektholding�GM

BH
�v.�U

kraine�

（ICSID
�Case�

N
o.A

RB/07/16

）�（8��N
ovem

ber�2010

）�at�para.514�

（
Ｌ
Ｉ

Ｂ
Ｏ
Ｒ
＋
九
・
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
）

・�Gem
plus�S.A

.�and�T
elsud�S.A

.�v.�T
he�U

nited�M
exican�
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States�

（ICSID
�Case�N

os.A
RB

（A
F

）/04/3�and�A
RB

（A
F

）/04/4

）�（1�6�June�2010

）�at�paras.18-17�

（
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ

Ｒ
＋
二
パ
ー
セ
ン
ト
）.

（
100
）　

例
え
ば
、
次
の
事
件
を
参
照
。O

ccidental�Petroleum
�

Corporation�and�O
ccidental�Exploration�and�Production�

C
om

pany�v.�E
cuador,�IC

SID
�C

ase�N
o�A

R
B

/06n/11,�
A

w
ard,�2�4�Septem

ber�2012;�W
ena�H

otels�Lim
ited�v.�

A
rab�R

epublic�of�E
gypt,�IC

SID
�C

ase�N
o.A

R
B

/98/4,�
A

w
ard,�8��D

ecem
ber�2000.

（
100
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
eits.�para.426.

16　

パ
リ
控
訴
院
へ
の
申
立
て

　

二
〇
一
五
年
七
月
九
日
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
、
右
仲
裁
判
断
の
取

消
し
を
求
め
、
書
面
を
以
て
パ
リ
控
訴
院
に
申
し
立
て
た
。
同
月
十

四
日
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
、
同
院
首
席
書
記
官
か
ら
そ
の
旨
の

通
知
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
法
の
規
定
で
は
、
仲
裁
判
断
を
取
り
消
し
た
裁
判
所

（
控
訴
院
）
が
仲
裁
廷
に
代
わ
っ
て
仲
裁
判
断
を
再
審
理
し
、
判
断

を
下
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る）100
）（
100
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁

判
所
が
国
際
仲
裁
判
断
を
審
理
す
る
こ
と
は
稀
と
い
わ
れ
る
。（
二

〇
一
一
年
改
正）140
（

）
第
一
四
九
二
条
に
よ
れ
ば
、
次
の
六
つ
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
の
み
控
訴
院
は
審
理
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、

（
一
）
仲
裁
廷
が
不
正
に
自
ら
を
適
格
又
は
不
適
格
と
宣
言
す
る
こ

と
、
又
は

（
二
）
仲
裁
廷
が
正
当
に
構
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
又
は

（
三
）
仲
裁
廷
が
自
己
に
与
え
ら
れ
た
権
能
を
遵
守
す
る
こ
と
な
く

判
断
を
下
し
た
こ
と
、
又
は

（
四
）
正
当
な
手
続
が
尊
重
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
又
は

（
五
）
当
該
判
断
が
公
序
に
反
し
て
い
る
こ
と
、
又
は

（
六
）
当
該
判
断
が
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
若
し
く
は
提

示
さ
れ
た
日
付
若
し
く
は
そ
れ
を
発
出
し
た
仲
裁
人
の
氏
名
を
指

示
せ
ず
若
し
く
は
必
要
な
署
名
を
含
ま
ず
若
し
く
は
多
数
決
で
判

断
を
報
告
し
な
か
っ
た
こ
と
。）

140
）（
141
（

（
100
）　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
取
消
し
審
理
に
当
た
っ
て
、
当
該
企
業
が
フ

ラ
ン
ス
で
仲
裁
判
断
の
承
認
を
求
め
た
り
、
他
の
裁
判
管
轄
地

（
例
え
ば
、
承
認
手
続
に
適
所
と
思
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
）
を
探
し
た

り
す
る
こ
と
に
は
何
ら
制
限
を
加
え
な
い
。

（
100
）　

小
梁
吉
章
、
前
掲
論
文
、
一
七
八
ペ
ー
ジ
。

（
140
）　

改
正
は
次
の
行
政
命
令
（
デ
ク
レ
／D

écret

）
に
よ
る
。

D
écret�n

°2011-48�du�1�3�janvier�2011�portant�réform
e�de�
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l

’arbitrage.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://w

w
w

.legifrance.
gouv.fr/eli/decret/2011/1/13/2011-48/jo/texte

〉（
ア
ク
セ

ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）。
非
公
式
英
文
は
、D

ecree�N
o.2011-

48�of�1�3�January�2011,�Reform
ing�the�Law

�Governing�
A

rbitration.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://sccinstitute.

com
/m

edia/37105/french_law
_on_arbitration.pdf

〉（
ア
ク

セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

（
141
）　Code�de�procédure�civile.�Livre�IV

:�L

’arbitrage.�T
itre�

Ier:�interne.�Chapitre�V
I:�Les�voies�de�recours.�A

rticle�
1492�En�L

’arbitrage�savoir�plus�sur�cet�article...�M
odifié�

par�D
écret�n

°2011-48�du�1�3�janvier�2011-art.2

°.

（
140
）　

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
の
『
年
次
情
報
様
式
、
二
〇
一
五
』
で
は
、

二
〇
一
一
年
改
正
の
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
規
定
に
あ
る
五
項
目

を
引
用
し
て
状
況
を
説
明
し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
控
訴
院
へ

の
申
立
て
は
二
〇
一
五
年
で
あ
り
、
二
〇
一
一
年
改
正
で
は
項
目

の
数
も
内
容
も
改
め
ら
れ
て
い
る
。K

han�Resource�Inc.,�
A

nnual Inform
ation Form

, 2015.�p.13.

17　

最
終
支
払
と
関
係
企
業
売
却

　

二
〇
一
六
年
三
月
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
フ
ラ
ン
ス
控
訴
院
へ
の
右

申
立
を
取
り
下
げ
、
大
蔵
大
臣
は
モ
ン
ゴ
ル
側
が
総
額
七
〇
〇
〇
万

ド
ル
（
二
〇
一
六
年
一
二
月
現
在
の
換
算
で
、
九
〇
五
九
万
三
九
八

七
カ
ナ
ダ
ド
ル
）
を
支
払
う
こ
と
で
最
終
的
に
解
決
す
る
こ
と
に

な
っ
た
と
発
表
、
同
年
五
月
一
五
日
ま
で
に
全
額
が
カ
ー
ン
側
に
支

払
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
同
月
一
八
日
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
約

束
通
り
支
払
わ
れ
た
と
発
表
し
た）140
（

。

　

こ
れ
と
引
き
換
え
に
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
ア
メ
リ
カ
の
裁
判

所
に
主
権
免
除
対
象
外
の
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
在
米
資
産
の
差
押
え
を

求
め
る
申
立
て
を
取
り
下
げ
る
こ
と
に
合
意
し
た）144
（

。

　

こ
の
七
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
う
ち
、
仲
裁
で
申
立
人
と
な
っ
た
Ｃ
Ａ

Ｕ
Ｃ
と
カ
ー
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
社
に
合
計
で
五
五
一
六
万
七
〇
〇
〇
ド

ル
、
差
額
の
一
四
八
三
万
ド
ル
は
親
会
社
の
仲
裁
費
用
に
充
て
ら
れ

た
。
補
償
金
は
、
可
能
な
限
り
モ
ン
ゴ
ル
の
子
会
社
す
な
わ
ち
Ｃ
Ａ

Ｕ
Ｃ
社
と
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
（
図
2
、
3
）
へ
の
貸
付
債
権

お
よ
び
持
分
の
減
損
に
対
す
る
回
収
益
と
み
な
す
こ
と
と
し
た
。
そ

の
あ
と
、
カ
ー
ン
側
は
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
と
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
を
含

む
関
係
企
業
の
株
式
・
持
分
を
売
却
し
た
。

　

八
月
一
七
日
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
、
カ
ー
ン
・
バ
ミ
ュ
ー
ダ

社
を
購
入
す
る
第
三
者
と
の
間
で
「
カ
ー
ン
・
バ
ミ
ュ
ー
ダ
社
売
却

取
決
め
」（K

han�Berm
uda�Sale�A

greem
ent

）
を
結
び
、
二

〇
一
六
年
に
会
社
を
閉
鎖
し
た
。
カ
ー
ン
・
バ
ミ
ュ
ー
ダ
社
は
カ
ー

ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
と
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
持
分
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
保
有

す
る
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
社
の
発
行
済
社
外
株
式
・
持
分
す

べ
て
を
保
有
し
て
い
た
。
右
売
却
取
決
め
に
基
づ
い
て
、
カ
ー
ン
・
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カ
ナ
ダ
社
は
、
カ
ー
ン
・
バ
ミ
ュ
ー
ダ
社
の
株
式
・
持
分
す
べ
て

（
し
た
が
っ
て
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
が
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
社
と
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
と
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
で
有
し
て
い
た
権
益

す
べ
て
）
を
三
八
四
六
万
二
六
八
六
ド
ル
で
売
却
し
、
カ
ナ
ダ
ド
ル

に
交
換
し
た）140
（

。

　

在
モ
ン
ゴ
ル
の
子
会
社
は
す
べ
て
二
〇
一
三
年
九
月
三
〇
日
に
閉

鎖
し
、
有
体
財
産
は
す
べ
て
引
き
揚
げ
た
。
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
の
事

務
所
は
二
〇
一
四
年
六
月
三
〇
日
に
閉
鎖
し
、
会
社
に
は
一
人
の
被

用
者
も
い
な
く
な
っ
た）140
（

。
た
だ
し
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
そ
の
後

事
業
目
的
を
変
更
し
て
存
続
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い

る
）
140
（

。（
140
）　

注
9
の
う
ち
、K
han�R

esources�Inc.,�Interim
�

Condensed C
onsolidated Financial Statem

ents for the  
Y

ears E
nded Septem

ber 30, 2018 and 2017.�p.6.

（
144
）　

“Russian�T
akeover�of�M

ongolia�D
ornod�U

ranium
�

D
eposits,�Sw

ap�D
ept�to�Equity.

”;�

“Mongolia�Ends�Fight�
over�$100�M

illion�M
ining�License�A

rbitration,

”Reuters 
M

arket N
ew

s,�M
arch�7,�2016.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈update-

1-m
ongolia-ends-fight-over-100-m

illion-m
ining-license-

arbitration-idU
SL4N

16F3Q
S

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年�

一
二
月
）

（
140
）　K

han�R
esources�Inc.,�

“Consolidated�F
inancial�

Statem
ents,�2016.

”�Financial Post

（Bloom
berg

）M
arch�7,�

2016.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://business.financialpost.

com
/com

m
odities/m

ining/khan-resources-to-receive-
us70m

-to-settle-m
ongolia-dispute

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八

年
一
二
月
）;�K

han�Resources�Inc.,�Press R
elease,�A

ugust�
18,�2016.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://w

w
w

.m
arketw

ired.
com

/press-release/khan-announces-status-shareholder-
distributions-sale-khan-resources-berm

uda-ltd-cse-
kri-2151759.htm

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）;�W

orld�
N

uclear�A
ssociation,

“Uranium
�in�M

ongolia

（U
pdated�

June�2017

）”次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。http://w

w
w

.w
orld-

nuclear.org/inform
ation-library/country-profiles/

countries-g-n/M
ongolia.aspx

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年�

一
二
月
）

（
140
）　K

han�Resources�Inc.,�M
anagem

ent D
iscussion and 

A
nalysis.�M

arch�31,�2016.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://

legacy.khanresources.com
/investorspdf/16q2-m

da.pdf

〉

（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

（
140
）　

株
主
は
、
ま
ず
同
社
の
任
意
整
理
と
任
意
解
散
に
関
す
る
特
別

決
議
を
承
認
。
次
い
で
二
〇
一
七
年
五
月
五
日
、
株
主
は
同
社
の

年
次
・
特
別
株
主
総
会
で
新
し
い
取
締
役
会
を
選
出
。
同
月
八
日
、
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新
取
締
役
会
は
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
〇
日
の
株
主
総
会
で
承

認
の
解
散
計
画
を
進
め
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
旨
報
告
。
取
締
役

会
は
、
可
能
な
限
り
戦
略
的
な
選
択
肢
に
つ
い
て
検
討
し
、
株
主

の
利
益
を
最
大
に
す
る
こ
と
が
会
社
と
株
主
に
と
っ
て
最
善
の
利

益
に
な
る
こ
と
を
決
定
。
そ
の
結
果
、
会
社
の
営
業
目
的
を
鉱
山

の
探
査
・
開
発
に
限
定
せ
ず
に
会
社
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
具
体
的
に
は
、
社
名
を
「
サ
イ
フ
ァ
ー
パ
ン
ク
・
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
」（Cypherpunk�H

oldings�Inc.

）
と
変
更
し
て
、
全

く
異
な
っ
た
業
種
へ
の
転
換
を
め
ざ
し
て
い
る
。
“About�K

han.

”�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://legacy.khanresources.com

/
index.htm

l

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

ま
と
め

　

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
一
九
九
五
年
以
来
モ
ン
ゴ
ル
、
ド
ル
ノ
ド

の
ウ
ラ
ン
開
発
に
専
念
し
て
い
た
。

　

二
〇
〇
九
年
七
月
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
を

公
布
、
と
り
わ
け
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
五
一

パ
ー
セ
ン
ト
を
、
補
償
な
し
に
政
府
の
所
有
と
し
た
。

　

紛
争
の
発
端
は
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
と
ロ
シ
ア
政
府
が
、
ウ
ラ
ン
開

発
を
目
的
と
す
る
合
弁
会
社
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
社
の
設
立
に

関
す
る
政
府
間
協
定
と
合
弁
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
の
関
連
企
業
と
ロ
シ
ア
の
国
営
企
業
と
モ
ン

ゴ
ル
の
国
営
企
業
と
の
間
で
設
立
し
た
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
に
関
し
て
は
、
右

の
ロ
シ
ア
政
府
の
挑
発
的
な
行
動
の
下
で
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
が
原
子

力
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
を
根
拠
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
、
カ
ー
ン
側
が
所

有
す
る
権
益
を
何
ら
の
補
償
も
な
く
接
収
し
、
鉱
業
ラ
イ
セ
ン
ス
の

再
登
録
を
拒
否
、
さ
ら
に
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
カ
ー
ン
側
が
モ
ン
ゴ

ル
法
に
違
反
し
た
と
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
流
布
し
、
モ
ン
ゴ
ル
国

内
外
に
お
け
る
カ
ー
ン
側
の
信
頼
度
を
意
図
的
に
傷
つ
け
る
行
為
を

繰
り
返
し
た
。

　

カ
ー
ン
側
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条
約
・
外
国
投
資
法
・
憲
法
・

民
商
法
・
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
合
弁
契
約
に
違
反
す
る
恣
意
的
か
つ
差
別
的
な

行
為
は
間
接
収
用
に
相
当
す
る
と
し
、
二
〇
一
一
年
一
月
、
最
後
の

手
段
と
し
て
合
弁
契
約
書
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
を

相
手
と
し
て
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
仲
裁
規
則
に
拠
る
仲
裁
判
断
を
求

め
た
。

　

二
〇
一
五
年
三
月
、
仲
裁
廷
は
、
相
対
的
に

0

0

0

0

モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
行

為
の
ほ
う
に
多
く
の
非
が
あ
り
、
こ
れ
を
間
接
収
用
と
認
定

0

0

0

0

0

0

0

し
、
申

立
人
の
右
主
張
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
認
め
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

カ
ー
ン
側
は
適
正
市
場
価
額
に
よ
る
補
償
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。

　

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
、
仲
裁
判
断
で
示
さ
れ
た
補
償
額
の
支
払
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の
用
意
が
な
い
と
き
は
回
収
手
続
（
主
権
免
除
対
象
外
の
在
米
モ
ン

ゴ
ル
政
府
資
産
の
差
押
え
を
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
に
申
し
立
て
）
を

開
始
す
る
と
配
信
し
た
。

　

仲
裁
廷
が
カ
ー
ン
側
に
提
示
し
た
補
償
額
は
、
当
初
の
請
求
額
を

大
き
く
下
回
り
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
が
支
払
う
べ
き
補
償
は
、
八
〇
〇

〇
万
ド
ル
、
仲
裁
費
用
九
〇
〇
万
ド
ル
、
二
〇
〇
九
年
七
月
か
ら
仲

裁
判
断
決
定
ま
で
の
利
子
の
合
計
と
さ
れ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
仲
裁
廷
の
判
断
を
不
服
と
し
て
、

二
〇
一
五
年
七
月
、
パ
リ
控
訴
院
に
取
消
し
を
申
し
立
て
た
が
、
同

院
は
審
理
を
拒
否
し
た
。

　

翌
二
〇
一
六
年
五
月
、
モ
ン
ゴ
ル
側
は
、
右
仲
裁
判
断
に
従
っ
て

す
べ
て
の
未
解
決
事
項
を
処
理
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
最
終
的
に

カ
ー
ン
側
に
対
し
て
七
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
補
償
金
を
支
払
っ
た
。

　

以
上
に
よ
り
、
外
国
投
資
家
が
主
張
し
た
間
接
収
用
の
存
在
が
認

め
ら
れ
、
相
応
の
補
償
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。�
（
了
）


